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１ 会  議  名  予算委員会 

 

２ 日    時  平成２８年３月１１日（金）        午前１０時００分開会 

                               午後 ３時２５分閉会 

 

３ 場    所  議場 

 

４ 出 席 委 員 牟田学委員長、濵田洋一副委員長、白石純一委員、 

渡辺久治委員、西田数市委員、竹原信一委員、 

仮屋園一徳委員、竹原恵美委員、野畑直委員、 

 中面幸人委員、大田重男委員、濵﨑國治委員、 

濵之上大成委員、山田勝委員、岩﨑健二委員、 

 

５ 事務局職員  議事係長 東 岳也、議事係 大漉 昭裕 

 

６ 説  明  員   

 

７ 会議に付した事件 

・議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計予算 

  ・議案第２１号 平成２８年度阿久根市交通災害共済特別会計予算 

  

８ 議事の経過概要 

  別紙のとおり 

 

・ 議会事務局  ・ 監査事務局 

 局 長 松 﨑  裕 介 君   局 長 川 畑  幸 博 君 

 次 長 平 石  龍 喜 君  ・ 会計課   

・ 選挙管理委員会    課 長 小牟田 伸雄 君 

 局 長 川 畑  幸 博 君   課長補佐  内園 久仁代 君 

 係 長 新 町  博 行 君  ・ 税務課   

・ 総務課     課 長 川畑 宏之 君 

 課 長 内 園  由 幸 君   課長補佐  前田 武三 君 

 課長補佐  尾 塚  禎 久 君   係 長 大下本 護 君 

 係 長 牟 田  昇  君   係 長 大田 省吾 君 

 係 長 前 田  敏  君  ・ 生きがい対策課  

 係 長 中 尾  隆 樹 君   課 長 早 瀬  則 浩 君 

 係 長 寺 地  英 兼 君   課長補佐  牛 濵  美 紀 君 

・ 消防係     係 長 新 坂  謙 二 君 

 参 事 上 野  正 順 君   係 長 中 園  修 君 

 係 長 堀 切  潤 一 君   係 長 別 府  輝 雄 君 

・ 企画調整課     係 長 猿 楽  浩 士 君 

 課 長 山 元  正 彦 君   園 長 永 田  靖 子 君 

 課長補佐  池 田  英 人 君      

 係 長 本 藏  雄 一 君      
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牟田学委員長 

  おはようございます。ただいまから予算委員会を開会いたします。さる３月３日の本会

議において、本予算委員会に付託されました案件は、議案第１８号 平成２８年度阿久

根市一般会計予算、議案第１９号 平成２８年度阿久根市国民健康保険特別会計予算、

議案第２０号 平成２８年度阿久根市簡易水道特別会計予算、議案第２１号 平成２８

年度阿久根市交通災害共済特別会計予算、議案第２２号 平成２８年度阿久根市介護保

険特別会計予算、議案第２３号 平成２８年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２４号 平成２８年度阿久根市水道事業会計予算、以上７件であります。 

 初めに本委員会の日程について、先の委員会で決したとおり、本日と１４日、１６日

及び１７日までの４日間でありますが、お手元に配付してあります審査日程表のとおり

進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 なお、現地調査につきましては、準備等の都合により、１６日の各課の審査終了後に

お諮りいたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

    また、各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式とし、議題外に渡らず、簡潔明瞭

とし、また、質疑はページ数と、款、項、目等を言ってからされるようお願いします。 

  それでは日程表にしたがい、議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計予算を議題

とし、議会事務局所管の事項から審査に入ります。議会事務局の出席をお願いします。 

  （議会事務局 入室） 

 

○議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計予算 

牟田学委員長 

  それでは、議会事務局長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等につ

いて、簡潔明瞭にお願いいたします。 

松﨑議会事務局長 

議案第１８号のうち、議会事務局の所管に関する事項について、御説明を申し上げま

す。一般会計予算書の３６ページをお願いします。第１款、１項、１目、議会費の２８

年度予算額は、１億３，３６１万円で、前年度比、１，０４１万７千円の減額となって

おります。減額の主な理由は、４節共済費のうち、議員共済会負担金１，１３３万２千

円の減額が主な理由となっております。それでは各節ごとにご説明いたします。１節、

報酬５，４１５万８千円は、議員１６名の議員報酬及び議会事務嘱託員１名の報酬であ

ります。２節、給料１，６７１万７千円は、職員４名分の給料であり、３節、職員手当

等２，５１４万７千円は、一般職期末勤勉手当６８９万９千円、議員期末手当１，５８

４万２千円が主なものであります。４節、共済費２，６５１万３千円は、一般職職員共

済組合負担金５４９万１千円、議員共済会負担金２，０６７万６千円が主なものであり

ます。９節、旅費５４８万７千円は、議長の旅費のほか、２常任委員会の所管事務調査

等の費用弁償及び職員の随行旅費が主なものであります。１０節、交際費は４２万円を

計上いたしました。１１節、需用費２４０万２千円は、議会だよりの印刷製本費１４２
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万１千円が主なものであり、そのほか現行法規等の追録代、必読図書、事務用品等であ

ります。１２節、役務費１６万２千円は、郵便料・電話料や議長出会時の代行運転手数

料が主なものであります。１３節、委託料１５７万７千円は、会議録反訳製本業務の委

託料です。１４節、使用料及び賃借料６万４千円は、タクシー等の賃借料であります。

１８節、備品購入費４万９千円は、議会だより等を市民ホール等に配置するためのパン

フレットスタンドの購入が主なものであります。１９節、負担金補助及び交付金９１万

４千円は、全国、九州、鹿児島県の各市議会議長会等の負担金６１万２千円及び会議出

席負担金１７万２千円が主なものであります。 

次に歳入について申し上げます。予算書の３２ページをお願いします。１９款、５項、

４目、雑入、２０節、雑入のうち１行目の雇用保険料１２４万５千円のうち、８千円が

議会事務嘱託員分の雇用保険料であります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

牟田学委員長 

事務局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

中面幸人委員 

３６ページの４節の議員共済会負担金についてお伺いいたしますが、ことし１千万、

１，０４１万７千円減になっておりますけれども、議員年金については、平成２３年度

にもうなくなりましたけれども、現在支給されている内容についてですね、わかったら

教えていただきたいと思います。 

松﨑議会事務局長 

地方議会議員年金制度につきましては、平成２３年５月３１日に今委員がご指摘のと

おり制度が廃止されております。現在、既に対象者となっている方が、平成２７年３月

３１日現在におきまして、退職年金受給者が全国の市議会議員の方の退職年金受給者が

３万２，０２０人、遺族年金受給者が２万４，１１１人となっております。この市議会

議員共済会のこの支払総額につきましては、４４４億２０４万４千円となっております。

これらを全国の市で割り振った金額が議員共済会の負担金ということになっております。

以上です。 

中面幸人委員 

阿久根の対象者というのはわかりますか。 

松﨑議会事務局長 

今、手元にちょっと資料がございませんけども、阿久根市におきましても、退職年金

受給者、遺族年金受給者それぞれ、１０数名だったと記憶しておりますが、そのような

形で今もいらっしゃるところであります。 

竹原信一委員 

１３節の委託料の件、会議録なんですけど、私なんかは印刷されたものはいらないな

という気がしてるんですよ。あれは何セットつくっとって、もしですよ、議員の印刷分

はいらないよということになったら、どんくらい節約できますか。 

松﨑議会事務局長 

１３節の委託料の会議録の分ですが、これが、１分単価で契約をしておりまして、１

分単価が３８０円の契約であります。なお、今おっしゃられた部数につきましては、印

刷部数につきましては５０部となっておりますので、仮にその印刷の部数を減らしたと

きに、１分単価がどれくらいになるかというのは、また具体的には見積もりを出して確
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認の必要があると考えております。 

竹原信一委員 

１分単価って何だっけ、ページ、時間で冊数というのと、それで見積もりとってやっ

とるというのはよくわからないですけども。 

松﨑議会事務局長 

１分あたり３８０円、データで印刷所にお送りしますので、１分当たりの単価が３８

０円、これの時間数の予算的には６６時間を計上してございますので、先ほど申し上げ

たように、その冊数によって、この１分単価がどれくらい少なくなるかというのは見積

もりで確認の必要があるということであります。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第号１８中、議会事務局所管の事項について、審査を一時中止します。 

（議会事務局退出、監査事務局入室） 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号中、監査事務局所管の事項について審査に入ります。監査事務局

長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容について簡潔明瞭にお願いします。 

川畑監査事務局長 

  議案第１８号 平成２８年度一般会計予算のうち、公平委員会及び監査事務局所管分に

ついて御説明いたします。それでは、まず公平委員会費から御説明いたします。予算書の

４４ページをお開きください。２款、１項、１０目、公平委員会費の当初予算額は、４０

万４千円で、前年度と比較して１万２千円の減となっております。それでは、節ごとに主

なものについて御説明いたします。１節、報酬の１０万５千円は、公平委員３名分の委員

会及び県連合会総会並びに研究会出席時の報酬であります。９節、旅費の２４万３千円は、

全国公平委員会連合会本部研究会及び県連合会総会へ出席するための委員及び職員の旅費

が主なものであります。１９節、負担金補助及び交付金の４万９千円は、県及び全国の公

平委員会連合会への負担金と会議の出席負担金であります。 

次に、監査委員費について御説明いたします。予算書の５４ページをお開きください。

２款、６項、１目、監査委員費の当初予算額は、１，６７４万１千円で、前年度と比較

して２９３万９千円の減となっております。減額の主な理由は、人件費の減が主なもの

であります。 

では、節ごとに主なものについて御説明いたします。１節、報酬の１６６万６千円は、

監査委員２名分の報酬であります。２節、給料から４節、共済費は、職員２名分の人件

費であります。９節、旅費の６２万円は、諸研修会及び総会等への出席旅費及び費用弁

償が主なものであります。１９節、負担金補助及び交付金の４万８千円は、予算書に記

載してあるとおり、九州各市監査委員会ほかの負担金及び会議等の出席負担金でありま

す。歳出については以上であり、歳入についてはございませんでした。 

以上で公平委員会及び監査事務局所管分について説明を終わりますが、ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

牟田学委員長 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 



4 

人件費が減った。 

牟田学委員長 

何ページですか。 

竹原信一委員 

５４ページの監査委員費、総務費の、人件費が減ったという説明がありましたけれど

も、その理由は何でしょうか。 

川畑監査事務局長 

昨年と職員と、また今年度の職員とは職員が違っておりまして、異動による人件費の

減ということになります。以上であります。 

竹原信一委員 

今、何人でしったけ。 

川畑監査事務局長 

現在２名であります。 

竹原信一委員 

そうすると、変わっていない人はいるわけでしょう。一人だけ変わって、その変更分

が３００万ほど違うということですよね。 

川畑監査事務局長 

そういうことです。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

大田重男委員 

２款６項１目１節の報酬、この委員報酬ですね、１６６万６千円というのは、長いこ

とこの数字できているみたいに思うんですけど、代表監査の事務の量を見るとですね、

ものすごくボリュームが多いように感じるんですよ。だから、いつもこういった金額に

なってますけど、なんか根拠があったら教えてください。 

川畑監査事務局長 

報酬の根拠ということでございますけれども、こちらの方につきましては、非常勤職

員の報酬及び費用弁償に関する条例、こちらの方に基づいた報酬となっております。以

上です。 

大田重男委員 

これ最後ですけど、代表監査もですね、月々のやつというのは９万足らずなんですね。

だから私も監査委員をやったときに、非常に代表監査の仕事が大変だなっていうのは感

じました。だからこの辺をですね、また来年度の予算ではですね、見直してもらえたら

と思っています。以上です。 

牟田学委員長 

よろしいですか。 

[大田重男委員「はい」と呼ぶ] 

ほかにありませんか。 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 なければ、議案第１８号中、監査事務局所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 （選挙管理委員会係長 入室） 

次に、議案第１８号中、選挙管理委員会事務局所管の事項について審査に入ります。
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事務局長の説明を求めます。 

川畑選管事務局長 

議案第１８号 平成２８年度一般会計予算のうち、選挙管理委員会事務局所管分につ

いて、御説明いたします。予算書の５０ページをお開きください。２款、４項、１目、

選挙管理委員会費の当初予算額は、１，０２５万４千円で、前年度と比較して８万２千

円の増となっております。では、節ごとに主なものについて御説明いたします。１節、

報酬の１８０万８千円は、選挙管理委員４名分の報酬であります。２節給料から４節、

共済費は、職員１名分の人件費であります。１９節、負担金補助及び交付金の６万４千

円は、九州都市選挙管理委員会連合会等への負担金及び会議出席負担金であります。次

に、２目、選挙啓発費でありますが、予算書は５１ページになります。当初予算額は２

１万６千円で、前年度と比較して２万３千円の増となっております。 

では、節ごとに主なものについて、御説明いたします。８節、報償費の７万円は、明

るい選挙推進協議会委員の各種総会及び選挙出前授業等への出会謝金であります。１１

節、需用費の６万円は、新有権者に対し配布する選挙啓発用冊子の購入分であります。

１９節、負担金補助及び交付金の８万３千円は、県明るい選挙推進協議会出水支会の常

時啓発負担金分であります。次に、４目、参議院議員選挙費の予算額１，１９８万１千

円でありますが、本年７月２５日任期満了に伴う参議院議員選挙の執行経費であります。 

では、節ごとに主なものについて、御説明いたします。１節、報酬の５８３万５千円

は、期日前投票管理者及び立会人、選挙当日における各投票所投票立会人、開票管理者

及び開票立会人、投・開票事務従事者等の報酬であります。３節、職員手当等の６２万

円は、事務局職員及び期日前投票関係職員の時間外手当が主なものであります。７節、

賃金の１３５万９千円は、臨時職員の賃金であります。１２節、役務費の１０８万７千

円は、投票所入場券の郵送料が主なものであります。１４節、使用料及び賃借料の１５

９万９千円は、ポスター掲示板の借上料及び投票用紙読み取り分類機リース料が主なも

のであります。次に、予算書の５２ページをお願いします。５目、県知事選挙費の予算

額９９５万２千円でありますが、本年７月２７日任期満了に伴う鹿児島県知事選挙の執

行経費であります。 

では、節ごとに主なものについて、御説明いたします。１節、報酬、３節、職員手当

等、７節、賃金、１２節、役務費につきましては、先ほど説明いたしました、参議院議

員選挙費と同様の内容であります。１３節、委託料の４６万円は、ポスター掲示場の建

込及び撤去費が主なものであります。１８節、備品購入費の８７万円は、選挙公報紙の

卓上紙折り機及び投票所受付テーブル等の購入費が主なものであります。次に、１０目、

海区漁業調整委員会委員選挙費の予算額１２２万８千円でありますが、本年８月７日任

期満了に伴う鹿児島海区漁業調整委員会選挙の執行経費であります。以上で、歳出を終

わりまして、次に歳入の主なものについて御説明いたします。 

予算書の２８ページをお開きください。１４款、３項、１目、総務費委託金、４節、

選挙費委託金２，３１６万２千円は、県知事選挙費９９５万２千円、参議院議員選挙費

１，１９８万１千円及び海区漁業調整委員会委員選挙費１２２万８千円の執行経費が主

なのであります。以上で、選挙管理委員会事務局が所管しております事項について説明

を終わりますが、ご審議方よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

  事務局長の説明は終わりました。これより質疑にはいります。 
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竹原信一委員 

５０ページ、選挙管理委員の報酬、４人で１８０万円ほど、一人４５万円になるわけ

ですけれども、この計算はどういうふうにしてあるの。 

川畑選管事務局長 

ただいま報酬の内容についてということでございますが、選挙管理委員長がこちらの

方が月額報酬となっておりまして、月４万６、５００円であります。これの１２月で５

５万８千円、委員が３名おります。月額は３万４，７００円の１２月で、一人当たり４

１万６，４００円というふうになってまいります。 

竹原信一委員 

実際の出会、出席と言いますか、仕事の日数はどれほどになっていますか。 

川畑選管事務局長 

毎月、定例の選挙管理委員会を一回ずつは実施しております。そして選挙時につきま

しては、一回の選挙あたり３回から４回程度出会をされるということで、平成２７年度

につきましては、三つの選挙がございましたので、トータルすれば出張等もあわせまし

て、年３０回程度出会というふうな形になってまいります。以上でございます。 

竹原信一委員 

出会のときに別に手当というのはつかないんですか。出たときに幾らというのはない

んですか。 

川畑選管事務局長 

報酬は月額になっておりますが、費用弁償等いう形でですね、こちらの方は旅費にな

りますけれども、自宅から本庁までの費用弁償が支払われることになります。以上であ

ります。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第１８号中 選挙管理委員会事務局所管の事項について、審査を一時

中止いたします。 

  （選管事務局退出、会計課入室） 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号中、会計課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求

めますが、説明は所管の予算内容について、簡潔明瞭にお願いします。 

小牟田会計課長 

それでは、議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計当初予算のうち、会計課所

管に係る歳入歳出予算について、歳出から説明いたします。予算書の４０ページをお開

きください。第２款、総務費、１項、総務管理費、６目、会計管理費の総額は４８万２

千円で前年度に比較して、２万５千円の減額であります。それでは、歳出の主なものに

ついて御説明いたします。まず、９節、旅費、６万７千円は、鹿児島県都市会計管理者

会及び会計事務職員研修会への参加旅費が主なものであります。次に、１１節、需用費

の１２万円は、図書追録代ほか、事務用品代であります。１２節、役務費の２４万２千

円は、口座振込みの支払いに係る伝送システム利用手数料及び金融機関への窓口収納手

数料が主なものであります。１９節、負担金補助及び交付金の５万３千円は、県都市会

計管理者会の年間負担金１万円のほか、会計事務研修会参加負担金が主なものでありま
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す。次に、１２４ページをお開きください。第１２款、１項、公債費、２目、利子、２

３節、償還金利子及び割引料のうち、会計課所管分は９４万円であり、歳計現金に不足

が生じた時に借入する一時借入金の利子であります。 

次に歳入について、ご説明いたします。３１ページをお開きください。第１９款、諸

収入、２項、１目、市預金利子、１節、預金利子の１９万１千円は、歳計現金及び歳計

外現金の運用利子であります。以上で、会計課所管の事項について説明を終わりますが、

よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

先ほど課長がですね、 

牟田学委員長 

マイクをお願いします。 

山田勝委員 

先ほど課長が、口座振替についての手数料とかいう話しをされたんですが、具体的に

どういう、どことどこと、どういう口座振替の手数料ですか。 

小牟田会計課長 

口座振込みの手数料につきましては、支払いの窓口収納手数料というのがあります。

税とか以外のもの、例えば、税あるいは住宅使用料ほかのものに、それ以外のものにつ

いて、納付書で納められた分について、手数料を払うということになります。 

山田勝委員 

税金等については、口座振替は会計課の管理じゃないんですよね。というのは、その

ほかの方々の口座に振り替えられる分についてですか、阿久根市に納入されるお金の。 

小牟田会計課長 

口座振込みではなくて、納付書で直接、税以外のものを入れられたときの手数料とい

うことになります。 

山田勝委員 

すいません。口座振替じゃなくて、納付書で直接、阿久根市に納入されたときの手数

料を阿久根市が負担せないかんと、こういうことですか。 

小牟田会計課長 

そういうことになります。 

山田勝委員 

公債費の中で、阿久根市、まぁ私たちは基金があったり、積立金があったりするので、

市中銀行から借りることはないと思うんだけれども、現実にはあるんですよね。それが、

結局１年間に何万借りて、そして幾ら預金を、何て言うんですか、幾ら手数料を払った

ということと、あわせてですね、あなた方が貯金をしてですよ、阿久根市が、あなた方

が管理している金を市中銀行に貯金をして、その利子というのはどのような仕組みなっ

てどれくらいあるんですか。 

小牟田会計課長 

まず、公債費の利子、一時借入金ですけれども、２７年度につきましては、今のとこ

ろ一時借りの実績は、今年度はないかということで、今年はございませんでした。実績

としまして、２６年度が事業が多かったりとかして、現金が、どうしても支払いがない
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と、足りないということで、昨年度は２回ですね、一借りをしております。金額も１０

月ぐらいが１億５、６千万、あと２回目を約５億というようなことで、日数と金額で一

借りの金額というのは違うんですが、利率につきましては、０．５６ですかね、という

ことで、２６年度は１６万７、９９８円、２５年度が２万７，３５３円ということで、

その年の工事であったり、どうしても現金が不足するというようなときに、一借りをし

ているという状況であります。歳入につきましては、予算につきましては、大体利息０．

０４％あたりで、３億の０．０４％、あるいは日数でですね、だいぶ金額と日数で変わ

るんですけれども、今年度の、２７年度の実績といいますか、２月までの実績としまし

ては、今のところ歳計現金だけの、定期にした場合の利息でありますけれども、２月末

で４３万６、７００円と。これも預け入れる金額であったり、期間であったりで、利率

が若干違います。１カ月以上の定期をする場合、各金融機関から一応見積もりをとって、

一番高いところに預け入れをするという形をとっております。 

牟田学委員長 

はい、ほかにありませんか。 

竹原信一委員 

ちょっと教えてください。割引料というのはどういうものなんですか。利子及び割引料。

牟田学委員長 

何ページですか。 

竹原信一委員 

１２４ページ、１２款の２３節、償還金利子及び割引料。 

小牟田会計課長 

償還金の利子です。一時借入れの利子です。 

竹原信一委員 

一時借入れの利子が割引料と言うんですか。 

小牟田会計課長 

この償還金利子及び割引料というところの、割引料の意味でありますか。申しわけあ

りません。この部分については、償還金利子ということで、借りたものに対する利息と

いうようなことで私どもも理解していたもので、割引料というところまで、ちょっと申

しわけございません、勉強不足でございます。 

竹原信一委員 

ちょっとあとで教えてください。 

［小牟田会計課長「はい」と呼ぶ］ 

それから、一億円ほどそれがなるわけですよ。例えば今世間は、利息が利子というか

な、随分下がっている感じがするんですけど、そういうのの借り換えというのはどんな

ふうにしてるんでしょうか。利子が高いものから、普通はやるじゃないですか。安くな

ったら、借りたのを借り換えをするのが普通に行われると思うんですけど、阿久根市で

はそういうことはしないのでしょうか。 

小牟田会計課長 

今、私どものところでは歳計現金の運用ということで定期をしたりしてるんですけれ

ども、期間もですね、一カ月、２カ月であったり、あるいは１カ月以内であったりとい

うようなことで、歳計現金については預け入れをして運用を図っておりますので、切り

替えというのはしていないところです。基金等もございますけれども、うちではござい
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ませんが、基金等もあります。しかしながら基金等も１年間と、当初で見積もりをとっ

て、しているということもございまして、今のところはやっていないということです。

切り替えはしてないということです。 

竹原信一委員 

基金等を一年単位でやっているということですか。 

小牟田会計課長 

そういうことです。 

［竹原信一委員「はい、わかりました」と呼ぶ］ 

割引料がございましたので、割引料は手形の割引きに用いる用語で、満期未到来の手

形を手形金額から満期までの利息、その他の費用を控除した金額を対価として、通常裏

書きの方法により、収受する行為を言うというふうに、書物ではなっているようでござ

います。 

牟田学委員長 

よろしいですか。 

竹原信一委員 

そういう作業を実際にはやっているんですか。 

小牟田会計課長 

手形でというのがございませんので、私の経験はないところです、実際には。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

  なければ、議案第１８号中、会計課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（会計課退出、総務課入室） 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号中、総務課所管の事項について審査に入ります。総務課長の説明

を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭にお願いいたし

ます。 

内園総務課長 

それでは、議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計予算の総務課所管分につき

まして、御説明させていただきます。まず、歳出から御説明いたします。予算書の３７

ページをお願いします。第２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、６億

５３１万１千円は、前年度比、３億７，３７３万２千円、３８％の減となっております。

その主な要因は、県市町村総合事務組合負担金の第１スパンが、平成２６年度で期間満

了となりましたことから、平成２７年度には、平成１８年度から平成２６年度までの精

算金、約３億７，３００万円を予算に計上していたものであります。 

それでは、各節ごとの主なものにつきまして御説明いたします。１節、報酬、２，０

５２万８千円は、７７集落の行政事務連絡員の報酬１，３３１万１千円と電話交換・放

送業務等嘱託員４人分の報酬７０１万３千円がその主なものでございます。なお、平成

２７年度までは、電話交換・放送業務等嘱託員は３人配置していたものでございますが、

平成２８年度からは市民相談室の窓口業務と統合いたしまして、４人のローテーション

で業務を行うこととしたものでございます。また、説明欄にあります委員報酬のうち空

家等対策協議会委員報酬につきましては、議案第８号で審議をいただきました空家等対
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策協議会条例の制定に伴う協議会委員の報酬を計上したものでございます。次に、２節

から４節までは、特別職２人と職員４１人分の人件費でございますが、３節、職員手当

等の中には、毎年、市町村総合事務組合に負担しております特別職及び一般職の職員分

の退職手当負担金２億２，０４１万４千円が含まれております。８節、報償費、４９万

７千円は、市民表彰式の経費が主なものでございます。３８ページをお願いいたします。

９節、旅費、６６１万８千円は、特別職を含む職員の旅費でございまして、この中には、

平成２７年度から実施しております県との人事交流派遣に係る経費１名分に、平成２８

年度から新たに人事交流派遣を予定しております１名分を加え、計２名分の２４８万５

千円が含まれているところでございます。１０節、交際費、１２０万円につきましては、

市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費でございます。１

１節、需用費、７６万２千円は、各種法令等の追録代などが主なものでございます。１

２節、役務費、１７７万７千円は、郵便料・電話料のほか、市が主催しております行事

等における障害等補償保険制度でございます市民総合賠償補償保険料などが主なもので

ございます。１３節、委託料、１，３１９万６千円は、職員の健康診査業務ほか、顧問

弁護士の委託料や産業医健康管理業務委託料等を計上いたしたものでございます。１９

節、負担金補助及び交付金、３，０８３万９千円は、市長会や地域安全活動として阿久

根地区防犯協会への負担金の他、区長会等への運営費補助等が主なものでございます。

３９ページをお願いいたします。２５節、積立金、１，００１万９千円は、職員の退職

手当準備基金積立分１千万円と、その利子相当分１万９千円を予算計上したものでござ

います。次に、２目、職員研修費、２４３万９千円は、前年度比、９万９千円の減であ

り、その主なものといたしましては、旅費を２７年度の実績見込額に基づき減額したと

ころでございます。１３節、委託料、５９万４千円は、職員の資質向上を図り、職場の

活性化を目指すための研修業務委託料と、人事評価制度に係る評価者研修業務委託料で

ございます。１９節、負担金補助及び交付金、５９万１千円は、職員研修を委託してい

る県市町村職員研修協会や市町村アカデミーなどへの中央研修負担金でございます。次

に、３目、広報費、７９３万３千円は、前年度比、１３０万３千円の減であり、その主

なものといたしましては、広報誌の印刷費などの節減によるものでございます。１１節、

需用費、５４５万９千円は、広報誌発行に係る費用が主なものでございます。１２節、

役務費、１０８万２千円は、近畿・東海・関東各阿久根会への広報誌郵送料などでござ

います。１９節、負担金補助及び交付金、１１３万６千円は、各区への放送設備維持管

理に対する補助金のほか、新規の区加入世帯に対する戸別受信機設置補助金でございま

す。なお、各区の無線化の整備状況といたしましては、平成２６年度末で整備予定の区

７５区中、７５区において無線化が終了いたしたところでございまして、整備が予定さ

れたところについては２６年度をもって完了したところでございます。次に、４目、文

書費、６１５万４千円（訂正あり）は、前年度比、５０万８千円の増であります。まず、

１節、報酬、２１万３千円は、行政不服審査会委員３人分の報酬でございます。昨年度

までは、情報公開・個人情報保護審査会委員報酬として予算計上しておりましたが、議

案第９号で上程中の阿久根市行政不服審査会条例の制定に係る委員会を開催した時の委

員報酬でございます。４０ページをお願いします。１１節、需用費、１０５万円は、官

報書籍追録代や議案書等の印刷製本費が主なものでございます。１３節、委託料、１３

４万円は、市のホームページでも閲覧できる、電子例規集データ更新や例規集の追録発

行に係る委託料でございます。１４節、使用料及び賃借料、３５１万５千円は、例規執
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務システム使用料と印刷機やプリンター複合機等のリース料でございます。次に、４５

ページをお願いいたします。１３目、交通安全対策費、３１５万７千円は、前年度比、

８万３千円の減となっております。まず、１節、報酬の１８１万７千円は、交通安全対

策会議委員２人と交通安全専門指導員１人の報酬でございます。４節、共済費、３０万

７千円は、交通安全専門指導員の社会保険料でございます。８節、報償費、２０万３千

円は、交通安全協力員及び交通安全対策企画員の謝金のほか、交通安全作文標語コンク

ールの経費及び交通遺児激励費などでございます。１１節、需用費、２１万８千円は、

新入学児童安全帽子、ランドセルカバー、交通安全啓発チラシ印刷代が主なものでござ

います。なお、新入学児童として１６０人分を予算計上いたしているところでございま

す。４６ページをお願いいたします。１３節、委託料、９万８千円は、高齢者体験交通

安全教室を市内の自動車教習所に委託して実施するものでございます。次の１９節、負

担金補助及び交付金、４５万３千円は、阿久根地区交通安全協会等への負担金でござい

ます。次に、１６目、庁舎管理費、３，４５０万１千円は、前年度比、５，２１８万円

の減でございます。減額の主な理由といたしましては、２７年度は、交付金事業を活用

いたしまして、庁舎の非常用蓄電池を取り換えや、公共施設再生可能エネルギー等導入

事業を活用いたしまして、庁舎に太陽光発電システムの蓄電池の整備や照明をＬＥＤ化

するなどの工事設計業務委託のほか、当該工事費を予算計上していたものでございます

が、２８年度は、これらに要する経費が不用となったものでございます。まず、１節、

報酬の１８１万円は、庁舎・公用車管理員の報酬でございます。４節、共済費の３６万

９千円は、庁舎・公用車管理員及び庁舎警備員の社会保険料でございます。７節、賃金

の４５８万４千円は、庁舎警備員３名分の賃金でございます。１１節、需用費、１，６

９０万６千円は、庁舎の電気・水道等の光熱水費と冷暖房用の燃料代などが主なもので

ございます。１３節、委託料、９０７万７千円は、説明欄に記載の１３項目に係る庁舎

管理業務に要する委託料でございます。次に４７ページになりますが、１４節、使用料

及び賃借料の予算額９０万円は、トイレ衛生器具の借上料でございます。１８節、備品

購入費、５４万２千円は、庁舎内事務用机５台と内線電話機５台のほか、ブラインドの

購入費用でございます。次に、１７目、電算管理費、８，９０８万２千円は、前年度比、

４９３万３千円の増でございます。増額となりましたのは、平成２７年度から整備を進

めております、マイナンバー制度に伴うネットワークシステムのセキュリティー強化に

係る整備費用が主なものでございます。１１節、需用費、１，０８８万５千円は、電算

機器の修繕やプリンタートナーなど消耗品購入費が主なものでございます。１２節、役

務費、７３５万６千円は、市役所本庁と支所・出張所、各小中学校等外部施設を接続し

ております通信回線費及びインターネット接続料などが主なものでございます。なお、

２８年度予算には、大川小学校の追加に伴う初期投資費用が含まれているところでござ

います。１３節、委託料、１，４５７万２千円は、説明欄の５項目に係る業務委託料で

ございます。１４節、使用料及び賃借料、３，６９４万７千円は、電算ソフト使用料、

パソコン等リース料、システムサーバーリース料などが主なものでございますが、この

中には、先ほど説明いたしましたマイナンバー制度に伴うネットワークシステムのセキ

ュリティー強化に係る費用等が含まれているところでございます。１９節、負担金補助

及び交付金、１，７５６万７千円は、説明欄に記載の総合行政ネットワーク負担金や電

算システムサポート負担金などのほか、説明欄の一番下に記載のシステム改修負担金が

主なものであり、マイナンバー制度に対応するためのシステム改修負担金を計上してい
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るところでございます。次に４８ページをお願いいたします。２項、徴税費、１目、税

務総務費の総務課所管に係るものは、１節、報酬、４万２千円、９節、旅費、６千円、

１９節、負担金補助及び交付金、８千円であり、これらは、固定資産評価審査委員会委

員の報酬及び委員等の研修に係る経費でございます。次に、１０４ページをお願いいた

します。第９款、消防費、１項、４目、災害対策費、１，１６４万９千円のうち、総務

課所管分は１，０５６万４千円でございます。１節、報酬、７万４千円は、防災会議委

員と国民保護協議会委員報酬でございます。３節、職員手当等、１００万円は、災害対

応時における職員の時間外勤務手当を予算計上したものでございます。７節、賃金、５

万８千円は、災害対応時の臨時職員賃金でございます。９節、旅費のうち、総務課所管

分は８１万４千円であり、防災会議委員及び国民保護協議会委員の費用弁償のほか、２

７度に加入しました市町村広域災害運営協議会への参加旅費が主なものでございます。

１１節、需用費、２０８万３千円のうち、総務課所管分は１９７万６千円であり、防災

行政無線の修繕料でございます。災害対策用情報通信システムのＪ－ＡＬＥＲＴの受信

機が平成２７年度で期間満了となりましたことから、受信機の更新作業を行う費用も含

まれているところでございます。次に１２節、役務費、１９万７千円は、県防災行政無

線再整備に係ります衛星携帯電話使用料や施設損害保険料などが主なものでございます。

１３節、委託料、４９７万７千円は、防災行政無線保守業務に係る費用でございますが、

この他、平成２８年度には、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金を活用いたしまし

て、原子力防災マップ作成業務委託料を計上いたしているところでございます。１４節、

使用料及び賃借料の７４万円うち、総務課所管分は２４万円であり、災害対策関係に係

る車借上料及び松ケ根中継局土地使用料のほか、原子力発電施設等緊急時安全対策交付

金を活用いたしました、原子力防災訓練時のバス借り上げ料を予算計上いたしていると

ころでございます。１９節、負担金補助及び交付金、１１７万１千円は、説明欄に記載

しております協議会等への負担金及び県防災行政無線再整備事業に係る負担金が主なも

のでございます。以上で歳出を終わりまして、次に歳入の主なものについて御説明いた

します。 

予算書の２０ページをお願いいたします。まず、第１２款、使用料及び手数料、１項、

１目、総務使用料、１節、総務管理使用料のうち、総務課所管分は、庁舎使用料８４万

１千円であります。この内訳としましは、機械棟の一部を職員団体へ事務所として貸し

付けているほか、ＪＡ鹿児島いずみ、九州労働金庫と南日本銀行・鹿児島相互信用金

庫・鹿児島信用金庫の合同ＡＴＭをはじめ、庁舎市民ホールに設置しております自動販

売機の設置使用料でございます。次は、２１ページから２２ページになりますが、２項、

１目、総務手数料、１節、総務管理手数料の地縁団体証明、公文書閲覧等、り災証明は、

それぞれ千円ずつを費目計上いたしたところでございます。次に、２７ページをお願い

いたします。第１４款、県支出金、２項、８目、消防費県補助金、１節、消防費補助金

の４４０万６千円は、緊急時対策調査・普及等事業の実施に伴う原子力発電施設等緊急

時安全対策交付金を財源充当するものでございます。なお、補助率といたしましては、

補助対象経費に対し１００％となっているところでございます。次の３項委託金、１目、

総務費委託金、１節、総務管理費委託金の６万円のうち、総務課所管分は市町村権限移

譲交付金の２万円であり、新たに生じた土地の確認に関する事務に対する県からの交付

金でございます。次の２９ページになりますが、第１５款、財産収入、１項、２目、利

子及び配当金のうち、説明欄の上から５行目ほどにございます、退職手当準備基金利子
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を、１万９千円見込計上したしたところでございます。次に、３０ページをお開きくだ

さい。第１７款、繰入金、１項、３目、１節、退職手当準備基金繰入金は、出納閉鎖後

に退職手当準備基金を取り崩し、繰り入れするものでございますが、県市町村総合事務

組合負担金の第１スパンが、平成２６年度で期間満了となりましたことから、平成２７

年度には、第２スパンの初年度に当り、退職手当組合への精算金等が発生しないため、

廃目としたものでございます。次に、３２ページをお開きください。第１９款、諸収入、

５項、４目、雑入、２０節、雑入の全項目中、１６項目が総務課所管分でございます。

が、ここでは、１０万円以上のものについて御説明させていただきます。３２ページの

説明欄の下から６行目の水道課光熱水費は、水道課に係る光熱水費を徴収しているもの

で、１２万円計上いたしたところであります。次の３３ページ上から２行目には、県政

かわら版配布手数料として１９万２千円を見込計上いたしております。同ページの中段

にございます。水道課貸与パソコン使用料、３０万９千円は、パソコンの水道課配置１

２台分の使用料と、水道検針機器システムの使用料でございます。また、その下５行目

の広報あくね広告料４２万円と、その下のホームページ広告料３６万円は、広告料をそ

れぞれ見込計上いたしたものでございます。その３行下にございます。職員給与費等負

担金１，０４９万１千円は、鹿児島県からから派遣を受け入れている職員等に対し、支

払った給与費等に対し、年度末に精算金として受け入れているものでございますが、平

成２８年度は２人分を計上いたしたものでございます。説明欄の下から４行目の、庁舎

案内板広告料１１万３千円は、庁舎入口に設置しております庁舎案内板の広告料でござ

います。次に、３４ページをお願いします。説明欄の上から４行目の自動販売機設置負

担金は、平成２８年度から３０年度までの３年間契約で、市民ホールの自動販売機の設

置を公募し、受託業者から月額約２万１千円程度の４台分を見込計上したものでござい

ます。 

以上で、説明を終わりますが、答弁につきましては、私と担当係長等からさせていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

すいません、説明の訂正をさせていただきます。先ほど総務管理費の中で文書費を６

１４万４千円と説明させていただきましたが、３９ページになるようです。文書費を６

１４万４千円と説明させていただいたようですが、６１５万４千円に訂正方お願いしま

す。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました、暫時、休憩いたします。 

 

 （休憩 １１：１１～１１：２０） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き会を開きますが、質問をされる委員の方は、マイクを寄せて質問を

してください。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

３７ページ、２款、３目だっけ、これは県市町村総合事務組合負担金、退職手当分、

２億２千万、これの内訳の計算書の資料を要求いたします 

牟田学委員長 

資料請求でよろしいですか。 
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［竹原信一委員「はい」と呼ぶ］ 

委員の皆さんはどうでしょうか。それでは、課長よろしくお願いします。 

ほかにありませんか。 

竹原信一委員 

４６ページ、庁舎管理費の件ですが、どこだったかな。ちょっと今そっちはわからな

くなった。ページを忘れた。こっちの方からいきます。１０４ページの防災会議委員、

これは何だっけ、９款の１節、報酬、防災会議委員８人と、この防災会議委員というの

は、実際の話し、どういった話し合いをするんでしょうか。 

内園総務課長 

防災会議委員についてのお尋ねだったかと思いますが、基本的には市の防災計画を修

正するとか、いわゆる見直しをする場合に開催しているといったところでございます。 

竹原信一委員 

そうすると全体的なやつなんでしょうかね。例えば、原発対策とか避難というか、そ

ういったことに具体的なものについて防災会議委員が議論したりすることはあるんでし

ょうか。 

内園総務課長 

避難とか、そういった部分については、市の方の災害対策本部、こちらの方で対応し

ておりますので、今お尋ねの防災会議委員につきましては、防災計画、市が定めており

ます、この防災計画、策定の段階ではその策定についてのご審議をいただいたというこ

とで、現在策定されておりますので、今後についてはその見直しとか、修正、そういっ

た場合にこの会議を開催するということでございます。 

竹原信一委員 

去年は開かれて、その会議はあったんですか。 

内園総務課長 

昨年度はこの見直しに対する会議は開催していないところです。 

牟田学委員長 

いいですか。 

野畑直委員 

３７ページ、２款１項１目１節、報酬の行政事務連絡員の積算根拠を教えてください。 

内園総務課長 

行政事務連絡員の報酬等の積算根拠ということですが、職員の給料表の７級まで、給

料表があるんですが、俸給表の４－１５といったところを基本単価としまして、その報

酬につきましては、その職員相当の６割ということで、６０％掛ける７７区で予算を計

上さしていただいているところでございます。 

野畑直委員 

７７区、その恐らく世帯数とか、各区、均等割とかあると思うんですが、その根拠も

教えてください。 

牟田学委員長 

もう一回お願いします。 

野畑直委員 

各区単位でですね、これを７７で割ってするんですか。 

内園総務課長 
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先ほど言いました、給与表の４－１６と言いますのは、おおむね２８万８、１００円

なんですが、ここに対して約６割程度ということで率を掛けました金額に、これもう報

酬ですので、全員７７をその額を掛けた金額を予算計上させていただいているというこ

とでございます。 

野畑直委員 

ということはですね、７７区全員同額で配分するんですか。 

牟田行政係長 

それでは、行政事務連絡員の報酬についてお答えいたします。先ほど課長の方が回答

しましたとおり、職員の４級１５号級を基本としまして、その額の６割を報酬として支

払っております。その計算方法としましては、均等割として、その額の６割を７７区で

割ります。残りの４割のうち３割を戸数割として、全体の区の戸数を割って、その該当

区の加入戸数に掛けると。それから残りの１割については、距離割といたしまして、市

役所から公民館、その該当区の公民館までの距離を算出した単価に基づいて、支出、計

算するということになります。 

［発言する者あり］ 

牟田学委員長 

はい、ほかに。 

竹原信一委員 

２０ページ、１２款の総務使用料、庁舎の職員組合のあそこのところの使用料は幾ら

になっていますか。 

内園総務課長 

予算上、職員組合を計上しておりますのは、約３７万円計上いたしているところです。 

竹原信一委員 

電気、水道及び電話代、通信費ですね、それはどうなっていますか。 

内園総務課長 

この３７万円の中に、電気、水道料ということで、毎月５千円掛ける１２月というこ

とで６万円を、この３７万円の中に含まれているところでございます。 

牟田学委員長 

いいですか。 

竹原信一委員 

電気、水道、電話代はどうなってますか。 

尾塚課長補佐 

ただいまの質問にお答えします。電気代につきましては、電話代は、これはですね、

電話代としては予算計上しておりませんが、組合が使用しております、組合の事務所、

これは機械棟にありますが、この機械棟につきましての使用料につきましては、行政財

産使用料徴収条例に基づいて、年約３１万円、 

牟田学委員長 

もうちょっとゆっくりお願いします。 

尾塚課長補佐 

約３１万円、それから先ほど課長からありました電気、水道代が年間６万円、それか

ら市民ホールの自動販売機、たばこの自動販売機ですが、これが約９千円ちょっとです

ね。それから電気代としまして、月３００円の１２月分で３、６００円で予算計上して



16 

いるところです。 

竹原信一委員 

私は電話代を聞いたんですけど。 

尾塚課長補佐 

電話代としては、電話代としての予算は特に計上しておりません。 

竹原信一委員 

ということは、電話代は使っても、職員組合のその事務所の使用料、電話料金は請求

していないということでしょうか。 

内園総務課長 

正式には確認したのち、ご報告というかお答えさしていただきたいと思いますが、電

話代を予算に計上していないというのは、阿久根市職員労働組合として電話の契約をさ

れているかと思いますので、電話料はおのずとそちらの方に直接請求が行っているもの

だと考えているところです。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかに。 

中面幸人委員 

２款、 

牟田学委員長 

何ページですか。 

中面幸人委員 

３８ページのですね、２款１項１目１９節の中で、県への派遣職員負担金というのが

予算化されておりますけど、先ほど二人分というふうに聞きましたけど、この派遣に対

してですよ、派遣職員はどういう基準で選ばれているというか、その辺あたりを教えて

いただけませんか。 

内園総務課長 

すいません、派遣しているうちの職員の方なのか、受け入れる側なのか、どちらでし

ょうか。 

中面幸人委員 

市から県に行っている職員のことです。 

内園総務課長 

おおむね県との間で、職員の派遣交流をいたします場合は、県の方がおおむね、たと

えば職責でいったら課長補佐級を派遣したいとか、係長級を派遣したいということで、

逆に阿久根市から県の方に派遣で行く職員については、一般職員でお願いしたいという

ことでの依頼が、ここのところ現在協議をしている段階というか、今派遣している職員

にもそういう県からの要請がございましたので、若手、中堅といったところで、それと

派遣先、例えば現在行っている職員が水産林務に在籍した職員を今派遣しているんです

が、その職員については農政関係のところで勉強してきてもらうということで、農林水

産といった形で、要請のあった部分で今後阿久根市にまた２年後帰ってきたときに、十

分その県で学んだものを生かしてもらえそうなポジションと言いますか、部署と言いま

すか、そういったものを考慮に入れているといったところでございます。 

中面幸人委員 

やっぱり県へ出向してですね、いろいろ勉強されて帰ってきていただいてですね、市
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の発展のために尽くしてもらわなければならないわけですけど、やっぱり、言われてい

く人、自分から進んで行く人とか、それぞれ企業もですけどあるんですよね。そうした

場合にですよ、その選ぶ基準というか、それぞれ例えば今後阿久根のいろんな施策の中

で重要な課とか所管とかいうのもあるかもしれませんけれども、そういう基準ですね、

例えば選ぶ基準、自分から希望する人を選ぶのか、市の方から指名するのか、その辺あ

たりはどういうふうにされておりますか。 

内園総務課長 

現在の取り扱いから言いましたら、こちらの方から、この職員に行ってもらいたいと

いうことで、その当該職員に対して相談して、家庭の事情等特段の事情がない限りとい

うことでご理解をいただいているといったところです。 

中面幸人委員 

過去にもこういう制度ですね、勉強されて帰って来られた職員もいらっしゃるかと思

うんですけど、帰ってきてその後、どういう形でですね、市のために何と言うかな、い

ろんな研修に行けばレポートを出したりとかしますよね。そういうのはやっぱりなんか

あるんですか。帰ってきたあとのですね。 

内園総務課長 

古い部分についてはちょっと正式な資料がございませんので、直近の部分については、

帰ってきたときにはそれなりの研修等を含めた形で、職員研修の中で報告をさせるとい

うことで、現在計画をしているところでございますが、２８年度までの派遣となってお

りますので、その実施は２９年になるかと思います。それから過去において、派遣した

職員が復帰した場合、阿久根市職員として。県の方の学事文書課といったところに行っ

た職員は、復帰後は総務課行政係、それから県の方の財政関係といった部分にいた職員

は、おのずと財政課で職場復帰させたという過去の事例等もございますので、そういっ

た部分も含めて、十分県で学んだ部分は阿久根市で生かしていくような配置を考えてい

かなきゃいけないものだと考えております。 

牟田学委員長 

ほかに。 

山田勝委員 

ページはね、言わなくても今中面委員ののに関連してお聞きしますけどね、例えば派

遣、研修というからね、ちょっとぎょうぎょうしくなるんだけど、現実には人事交流を

するわけで、例えば県の人事異動と同じでしょう。県に行ってそこで仕事をしなさい、

仕事を通してちゃんとして、勉強してきなさいということなんでしょう。 

内園総務課長 

ご指摘のとおりでございます。 

山田勝委員 

そういうことだと思いますよ。県に行ってね、県でそこで仕事をすることで、学ぶこ

とにもなるし、あるいは人的交流もできるし、そういうことで私は長い目で見て、もの

すごくためになるということだと思いますよ。だから県から来られた方もですね、阿久

根市に来て、阿久根市で仕事をちゃんとすることでですね、それがまた本人のためにも

なるし、あるいは今後のためにもなるわけでして、ただ私が思うのは、その給料体系は

ですね、例えば県の給料体系、こちらの給料体系、こちらで勤務しているときには阿久

根が払う、県に行っているときには県がその職員に払うとこういうことなんですか。 
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内園総務課長 

従前の給与表に基づく、その給与に当てはめた、派遣前のですね、そこの給与表で支

払っておりまして、給与の位置づけをしておりまして、例えばうちから行った職員は県

の方でいったんお支払いをしていただいて、それをこちらがまた負担金という形、年度

末に県の方に支払っているという状況でございます。立て替えをしていただいて、その

のち双方が。 

山田勝委員 

それは県から来ている職員も同じような取り扱いをされるわけですか。 

内園総務課長 

同様でございます。 

山田勝委員 

ということは、特別に支払いをするとかということはあまりないということですね。

あちらもこちらもその分の差額はちゃんとするけれども、職員に対して不利益があって

はよくないと思いますのでね、交流したことによって。でも結果としては、そやあんま

り変わらないと、そういうふうに受け取っていいんですよね。 

内園総務課長 

おっしゃるとおり、まあ事例で言いますと現在県から派遣を受けていますが、うちの

方で、阿久根市役所で当然人件費は払っているんですが、年度末に県から払った相当額

というか同額を、うちの方が支払った額を、同額を県から負担金としてまたいただいて

いるということで相殺している状況です。 

山田勝委員 

そういうことでね、これはね、鹿児島県においてもね、阿久根市に来ることで県政を、

鹿児島県政の中の充実を図る意味でね、十分成果のあることだと思いますよ、阿久根市

についても同じですもんね。そこでちょっとお尋ねしたいんですが、今度は３９ページ

ですね、３９ページの職員研修費、職場活性化研修業務ということをちらちらっと説明

受けましたけど、これはもうちょっとよく説明をしてください。 

内園総務課長 

職員研修といたしまして、職場活性化という名前のネーミングの中でやっているんで

すが、具体的には例えば新規採用された職員等につきましては、春と秋の双方２回ずつ

吉田の研修センターとか、係長に昇格した、補佐に昇格した、課長に昇格した、その職

務、職責に応じた研修もやっている分については、吉田の研修センターに行っていただ

いているというものがございます。そのほか、独自で研修をやっておりますのが、いろ

んな講師を招聘
しょうへい

いたしまして、招致いたしまして、こちらの方で、そのテーマに応じた

講師で職員研修を行うというのが独自研修でございます。そのほか２８年度から正式に

人事評価制度というのを法制化されましたので、国の制度に基づいた形により近い形で

人事評価をやっていく必要があるだろうということで、２６年度からはその評価者、評

価者によってばらつきがあったらいけないということで、そこらへんの評価者、また被

評価者、受ける側も制度を十分理解してもらうといった部分でのそういった研修のほか、

アカデミー等の研修を実施しているところでございます。 

山田勝委員 

何でかって言ったら、私はいつも言うように、仕事をね、職員がどれぐらい頑張るか

ということでないと、阿久根市は活性化しないんだよな。頑張る職員、頑張らない職員
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も給料も同じなら話しにならんわけですから。ですから、その評価は誰がするの。 

内園総務課長 

先ほど言いました人事評価制度というのは、平成１４年に阿久根市はもうできてまし

て、１７年から本格実施ということで、試行期間を踏まえてやってたんですが、その制

度自体が十分でなかったというような部分もありますので、そういった部分をおぎなう

という形で、２８年度から新たな人事評価制度を導入していこうと計画しているところ

でありますが、不備はあるとは言え、現在その人事評価制度に基づいて、評価といいま

すのは一般職については一次評価者が係長、その係長の評価と本人自己申告に基づいた

もの、二次評価者という形で、職場長、課長等が評価しているといったところで、その

評価を総務課の方に上げていただいてこちらが審査をするといった状況でございます。 

山田勝委員 

例えばね、いつも思っているんですけどね、一生懸命やってるなあという人もおりま

すよ。ところが市民が来てもむだ話しをして、うっちょてくれんという職員もいるとい

う話しですよ。ですから例えば私はいつも市長にも副市長にも言っているんだけど、

「ずっと見て回いやん」って言いますよ。見て回って、しょうとんなかた、しょうとん

なかなりにですね、ちゃんと注意せないかんですよ。そういう意味で、総務課長は人事

評価の主管課としてですよ、主管課として、あなたは何遍ぐらい庁舎内を見て回るとか、

することがありますか、ないですか。 

内園総務課長 

勤務時間内における部分については、具体的にいつということじゃなくて時折りとい

うことなんでしょうが、今年度からと言いますか、２７年度から水曜日については、ノ

ー残業デーというのを名目上掲げていたということと、それと節電、帰るときはという

ことで、毎週水曜日には、私と補佐の方で職場を、各職場を回っているところでござい

ます。 

山田勝委員 

職場を見て回って、節電とかいうのじゃなくてですね、私はなんでかって、特にね、

批判があるのは、福祉、医療あの付近だよな。あの付近に来てもですね、言葉づかいが

悪い、私はばかにされた、無視されたとか、たらい回しされたという話しが今でもある。

ゆてもゆてもゆてもきかんとが公務員ですよね、給料が減らんで。だから、そういうこ

とについて、どこでどんなチェックをするかというのをはっきりしないとね、今後は簡

単にいかないですよ。だから給料をどれくらいどこで操作するのか、ないで操作するん

ですか。人事評価の少ない人は、どこで給料のさじかげんをするんですか。 

内園総務課長 

その人事評価が５段階になっておりまして、標準と言いますのが６０点から８０点、

ここが標準です。で８０点を超える者が仮にいた場合は、当然これは加点になります。

６０点未満となった場合は、これ減点になりますので、これは給料をカット、一部、そ

の率に応じてカットするというような仕組みになっているところです。 

山田勝委員 

やはりね、給料をカットするかね、あるいは人事異動でね、ちゃんとしないことには

な、きかんから。だからこの付近はね、総務課長ね、もう厳しい対応をしないとね、阿

久根が自治体の体をなさなくなる可能性がそんなに長くないあれに来るから私は言うん

ですよ。だからほとんどな、ほとんどの人は、自分の、「ああ、もう市の職員になった
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でよかった。もう死んまで安心じゃらいね」って言いますよ。言う人が多い。こういう

ことではよくならないから、もうちょっと職場をチェックして回るとか、何らかの形で

するとか、せん限りだめですよ。んならちょっと聞きますけどね、給料が下がった額と

いうのはどれぐらいですか、その６０点以下の人で。何人ぐらいの人が対象者がおって、

何人、幾ら下がったか。 

内園総務課長 

先ほど、私、給料と申し上げたようですが、カット部分については勤勉手当、こちら

の方に反映するということにしているようでございまして、昨年度が３名ほど、標準以

下が、該当者があったものと記憶しておりますが、ただ資料を持っておりませんので、

金額が幾らというのは後ほどでよければ。 

［発言する者あり］ 

山田勝委員 

下がっても、スズメの涙ぐらいやればかんまんと、なあ。スズメの涙ぐらいの差しか

つけんとやれば、もともと平気やったんで。仕事をせんでも、ねえ知ってるでしょう、

職員給料を一遍も、初任給を一遍もくれないで、すぐ直ちに上げてくれよった時代があ

るんだから。あんな平気なことをやりよった職員の名残りが残っている人がたくさんい

るからね。だから、これはやっぱり厳しく言う方が、厳しく言って徹底的にやっていか

ないと市民はかわいそうですよ。市民が主権者ですよって言っても、じゃんかと、実際

はな。だからそういうことを、こういう厳しいことを言わないとうまくいかないから、

こういうことを言うんですよ。まあこれはね、こんな話しがあったということだけでな

いとしょんないけど、でも今後はずっとチェックしていきたいという気がしますよ。 

牟田学委員長 

よろしいですか。 

［山田勝委員「はい」と呼ぶ］ 

中面幸人委員 

３９ページの２款１項１目、負担金補助及び交付金、区長会運営ということで、９１

２万４千円予算してありますけど、今高齢化ですね、各区、それぞれの区がですね、区

長さん、公民館長さん、大変これからいろんな負担が多くなると思うんですけれども、

先ほど、前のページで行政事務連絡員の説明もありましたけど、この区長会運営費につ

いて私もよくわからなかったので説明してください。 

内園総務課長 

積算根拠、 

中面幸人委員 

これがどういう趣旨のものかですね。 

牟田行政係長 

お答えいたします。先ほど、行政事務連絡員の報酬のところで、 

牟田学委員長 

係長、もっとマイクを寄せて。 

牟田行政係長 

市の職員の４級１５号級の６割を報酬として支払うということにしております。その

６割を除いた４割を今度は費用弁償という形でお支払いするということになります。そ

の額を区長会の方にお預けして、区長会の方で、費用弁償としてお支払いいただいてい
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るということになります。 

中面幸人委員 

区長会というのがありますよね、区長会。そこにお金をやって、そこからそういう費

用弁償等を各区長さんに、いろんな会合等があったとき出すという、その運営費ですか。 

牟田行政係長 

その分が費用弁償分、それはあくまで区長さんがさまざまな活動をされる、市役所に

行ったり、区の事務にかかわる仕事をされるということの分の費用弁償と、あとそれか

ら、区長会としての運営費として、別個に２５万円、これは含まれておりますけど、区

長会の運営費ということでお支払いさせていただいているところです。 

中面幸人委員 

区長会の運営についてですよ、それぞれの区長が、いわば区に対してですよ、これは

あくまでも区長さんに対してのものであるのか、そのなんか区に対して何らかのあれが

あるとかじゃなくて、区長さんに対しての本当に費用弁償的な部分ですか。 

牟田行政係長 

はい、この部分については、区長会に対する負担金２５万円を除いた、費用弁償部分

については、あくまで区長さんに対する費用弁償という形でお渡ししているところです。 

中面幸人委員 

区長さんはですね、年間いろんな行事がいっぱいありますよね。それぞれ区長さんに

よっては、ベテランの区長さんもおったり、新しい区長さんもおったりするなかでです

よ、それぞれ年間に区長さんが、いろんな行事にとか、そういうのに出るのもそれぞれ

だと思うんですよね。その区によって、区長さんによって、年間仮に６０回ぐらい出る

人もおれば、半数ぐらいしか出る区長さんもいらっしゃらないかもしれません。そうい

うのに対してですよ、この運営費というのはそれぞれ変わってくるわけですよね。そう

いう考え方でいいんですか。 

牟田行政係長 

おっしゃるとおり、各区によってさまざま活動がございます。それを一概に例えば量

というのははかることはできませんけれども、計算式といたしましては、先ほど報酬の

ところで申しました計算式で算出した額を支払えるようにという形でしております。で

すので、さまざまな活動を一概に、７７区ありますので、一概に評価できるものではご

ざいませんし、その量としても、じゃあ、どこまでが行政事務連絡員としての範囲なの

か、又はその地域のごく地域のことに関しての活動なのかということは、なかなかその

境い目というのはわかりませんけれども、計算式としてはそういう形でお支払いさせて

いただいているということであります。 

中面幸人委員 

市の方には、阿久根市全体の区長会長さんがいらっしゃいますよね。例えばこういう

運営費等については、やはり所管の方でなされてるんですか。 

牟田行政係長 

区長会自体の事務局としては、行政係の方でさせていただいております。 

山田勝委員 

休憩してくれ。 

牟田学委員長 

休憩に入ります。 
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（休憩 １１：５６～１１：５７） 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ほかにありませんか。 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

  なければ、議案第１８号中、総務課所管の事項について、審査を一時中止します。 

 

○議案第２１号 平成２８年度阿久根市交通災害共済特別会計予算 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き会を開きます。次に、議案第２１号を議題とし、審査に入ります。

総務課長の説明を求めます。 

内園総務課長 

それでは、議案第２１号 平成２８年度阿久根市交通災害共済特別会計予算につきま

して、御説明いたします。 

特別会計予算書の６７ページをお願いいたします。第１条は、平成２８年度の歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３７９万２千円と定めるものであり、平成２７年度

と比較して、１３万９千円の増額であります。それでは、歳出から説明させていただき

ます。７４ページをお開きください。第１款、事業費、１項、１目、事業費、３７７万

５千円につきまして、節ごとに説明いたします。１節、報酬、１万９千円は、交通災害

共済審査委員会の委員報酬であります。８節、報償費、３６万円は、各区長に対する会

費取りまとめ謝金でございます。１１節、需用費、１６万５千円は、加入申込書印刷代

などの消耗品が主なものでございます。１２節、役務費、１８万８千円のうち、９万２

千円は郵便料であり、９万６千円は金融機関に支払う窓口収納手数料でございます。１

９節、負担金補助及び交付金、３０４万１千円は、会員の交通事故に係る見舞金２９７

万７千円と交通災害共済システムに係る電算システムサポート負担金６万４千円でござ

います。次に、第２款、基金積立金、１項、１目 基金積立金、１万７千円は、主に基金

利子分を見込み計上いたしたものでございます。以上で歳出を終わり、次に歳入につい

て御説明いたします。 

前のページ、７３ページにお戻りください。第１款、共済会費、３６３万４千円は

（訂正あり）、７５歳以上の高齢者を２，６９６人、一般の加入者を８，８６０人、合

わせて、１万１，５５６人分の会費を見込み計上いたしたものでございます。第２款、

財産収入、１万６千円は、基金利子を見込み計上いたしました。以下、４款、繰越金、

５款、諸収入につきましては、それぞれ千円づつの科目設定をしたところでございます。

以上で、説明を終わりますが、答弁につきましては、私と担当係長等からさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

科目というか、全体的な話の中でね、基金は幾らあるの。 

内園総務課長 

現在のところ、基金は約７，５００万円あるところでございます。 

山田勝委員 
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基金がそれだけあったらですね、たとえば毎年の歳入のね、２０年分だよね、２０年

分、だから、先日もほら、街灯の話が出ましたけどね、やはり少しぐらいずつはね、交

通の不便な場所とか、夜間けがでもしそうな場所の街灯をＬＥＤに変えるとかね、ある

いは新しくつけるとかね、とか全部はしやならんたっで、できるところからね、一部、

少しずつやってね、やはりその１年間の予算の２０年分の基金ちゅうのはすごいことだ

と思いますよ、だからそれはね、検討もしていないと思うけど、検討に値すると思うが

ね。どうですか。 

内園総務課長 

ご指摘の分は、ここ数年来、基金残高が多額になっているということで、この２７年

度におきましても警察等々、いろいろ協議をしてきたといころでございました。特に交

通弱者といいますか、高齢の方の事故というのが多い傾向にあるということで、そうい

った方についての利用方法はないかということやら、夜間の歩行中に対する蛍光塗料を

塗った安全靴とか、タスキみたいな形のものとか、警察ともいろいろ協議をしてきたん

ですが、具体的に何にということが、まだ、決められない状況にあったという経緯がご

ざいます。それから、山田委員ご指摘のそういった防犯灯とか、そういった部分につい

ての、防犯灯ということではなかったんですが、交通安全設備等に使えないかという協

議も行ったところではございましたけれども、その中ではこの基金というのがどうして

も加入者の１人、１人の会費でこれまで積み立てられてきたということで、会員に返さ

れるものがあればというようなものも議論の中ではあったところではございますが、い

ずれにしても、何らかの形でこの基金の在り方については早いうちに方向というかそう

いった部分は考えていかなければいけないとは認識しているところです。 

山田勝委員 

課長が言われる会員に返そうと言ってもね、死んだ人には戻しはならんたっで、だか

ら今生きてる人が安心、安全な生活が送れるようにすることもね、私は重大なことだと

思いますよ。たとえば会費を安くする必要はないですよ、もう、会費を安くする必要も

ないし、あるいは見舞金もふやす必要もない、しかしながら毎年、毎年ね、事故がない

ことが一番いい話で、そのためには、何で私がそう言うか、夜間の通行が非常に危ない

箇所についてはね、やはり、こういうお金を使って、ＬＥＤに変えてやるとか、つけて

やるとかすることがね、こういうのはね、勇気と決断じゃあもんや、市長に決断、勇気

を決断させるためにはね、そういう１つの効力的な話をね、行政効果がある話をしてや

らないと、あなたが言うように、いや、皆さんから取ったお金ですから、皆さんに返そ

うとしても、死んだあとには戻しならんわけやっで、だからそこはね、今後の問題とし

て、私は、前向きにね取り上げて、取り込んでほしい。以上でございます。 

牟田学委員長 

  いいですか、ほかに。 

竹原信一委員 

あの千円の科目設定をするというのは何を元に根拠というか、あるんですか。 

内園総務課長 

あの、科目設定した分については、歳入が見込まれますよね、ということで、千円を

計上して、歳入があった場合に、受け皿として科目を設定しているということでござい

ます。 

竹原信一委員 
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その、実際発生したときに、設定すればいい話じゃないかと私は思うんですけど、前

もってこういう形でしなければいけないという理由を教えてください。 

内園総務課長 

従来からこの３項目についきましては、科目設定しているわけですが、歳入として、

お金が入ってきた段階に速やかに対応できる体制と言いますか、科目が設定してなかっ

たらそこでまた科目をつくるということで、受け皿として、確実入った時に速やかな対

応ができる措置だということで理解しております。 

竹原信一委員 

だから、速やかであるか、速やかでないかは科目設定というのに、手間がかかること

は何もないでしょ。どういうことなのか、何ですかね、その設定するには何か手間はい

るんですか。 

内園総務課長 

一定の時間的経過と言いますか、ないものについてはそこをまた起こさなきゃいけな

いと、入ってきた時に、新たに科目を設定するというより、科目設定してないよりは、

こちらのほうが支障がないのかなというのが一般的だと考えておりますが。 

牟田学委員長 

  いいですか、ほかにありませんか。 

濵﨑國治委員 

先ほど、基金の関係で別の委員からありましたが、私は過去、この膨れ上がった基金

を、どうか交通共済ですので、交通安全の施設整備費のほうに、使えないかということ

で、過去質問したことがありますが、その後区長会等の意見を聞いたら、一部反対があ

ったということでできないでいるという話を聞いたことがありますけど、これについて

はですね、予算規模が先ほどの委員の話でもありました通り、かなりの年数の予算規模

ですが、４、５年分、５、６年分あれば十分で、あと何千万かをこういう交通安全施設

整備のほうに使えないかということで、質問したことがあるんですが、その後区長会の

ほうでという意見もありましたが、その後区長会等では何か打診をされた経緯はないで

すか。 

内園総務課長 

今濵﨑委員からございました通り、記憶違いでなかったら、たぶんガードレールに使

えないかという御発言があったのは記憶しているところでございます。そののちにつき

ましては、区長会等で、区長会の総会等で提案をさせていただいて、前段での提案とい

うのは何らかの方法で、積立金というのを、基金を利用できないかという方向性での議

論をいただいたところです。その段階でご指摘がありました、御意見がありました通り、

区長会としては今の段階でどうでしょうということで、実現というか、同意を得られな

かったという経緯があるところでございます。その後につきましても、いろいろと御意

見を伺う中で、いろんな御意見があって、使うことへの賛否両論、いずれもありました

が、１本化に至っていないという経緯もございます。その中で、あった特徴的な考え方

としては、たとえばこれほど７，５００万も基金は要らないでしょうということはある

んですが、ただ、これはあってはならない仮定の話ですが、何らかの形でバスで移動中、

集団での事故があった場合という大きなそういった部分の時も考えたらやっぱりある程

度の基金はいるのかなという考え方もあったところでございますが、ただ、７，５００

万がそれだけかかるかと言ったら、そうでもないよね、というのは御意見もあったとこ
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ろでございます。以上でございます。 

濵﨑國治委員 

ぜひですね、これについては、毎年、毎年、積立金がふえていくという状況でありま

す。他の市でもこの交通災害共済を持っているところはですね、この予算規模からして、

こんなに持っているところは確かないと思いますので、もうこれをずっとこのままして

おっては、使えない状況ですので、やっぱり条例改正をするなりしてですね、何らかの

この交通安全交通共済ですので、やっぱり交通安全のための施設整備等とか、ソフト事

業にですね、使えるような方策をですね、やっぱり検討すべきだなと思います。よろし

くお願いします。 

牟田学委員長 

  よろしいですか。 

竹原信一委員 

よそののは調べて、その対応とか、阿久根だけではないかも知れませんよね。そうい

うのも検討というか調べたりしたことありますか。 

内園総務課長 

昨年、というか、本年度ですね、阿久根市でこの交通災害特別共済を行っているのが、

県下で７団体だったと思いますが、その協議会を阿久根で開催しておりますので、その

ことについても、意見交換を行っているところでありますので、その会議に私、出席し

ておりませんでしたので、中尾危機管理係長から補足して説明させます。 

中尾危機管理係長 

  平成２７年度におきまして、交通災害特別共済事務協議会ということで、阿久根市のほ

うで開催させていただきました。その中で、確かに委員から言われる通り、基金のほうが

金額といたしましては阿久根市が群を抜いて多いところではございます。ほかの自治体に

おきましては、霧島市は条例改正を行いまして、基金も取り崩しをされたという経緯とい

うところもあるようでした。ただ、ほかの自治体におきましても、やはりまだ基金のほう

を組んでいらっしゃるという部分が多数でございます。以上です。 

竹原信一委員 

やはりね、たとえばさ、バスで多数の人が事故を起こった場合、その基金のもし足り

ないというような状況が起こった時の特約みたいなのもできないのかな、もしかして、

その範囲内でやれるだけやるというようなことが、不可能じゃないという気がするんで

すけれども、それをつけさえすれば、割合思い切って使う方向で体制はとれるんじゃな

いでしょうか。よく研究してください。よろしくお願いします。 

内園総務課長 

ただいま御意見のありましたことをふまえてですね、この基金の残高の在り方を含め

て前向きな検討をさせていただきたいと思います。 

山田勝委員 

今、課長のこれまでの経緯を聞いとってね、これしましょうかと言えば、だれかがこ

ちらから全員賛成、全員賛成って絶対ないですよ。区長会に聞かないかん、それも全員

賛成はないですよ、人が（聴取不能）必ず出てきます。だから、あなた方が、一番いい

という方法をですね、市長に進言をして、企画、計画をしてですね、なるほどねやった

ねってなるべくテレビ映りのいいのをやれ。ほんとですよ、やっぱりね、行政効果ちゅ

うのは、なんでテレビ映りのよかとやっていうのやって、そういうことででもしないと、
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住民に納得する、住民に満足させることができないから、私はそういうことを考えてや

ってくださいよって、もう１年間のね、会費、収入の２０倍もってんじゃ、ないですよ、

ふつう、そんなのは金がわぜれか、そういう金を有効に使うことが、阿久根の創生に繋

がるんですよ。総務課長、ぜひね、なるべく早く市長に進言をし、事業を進めてほしい

と思います。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 なければ、議案第２１号について、審査を一時中止いたします。 

 （総務課退出、総務課消防係入室） 

 

○議案第１８号 平成２８年度阿久根市一般会計予算 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号を議題とし、総務課消防係所管の事項について審査に入ります。

消防参事の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭

にお願いします。 

上野消防参事 

それでは、議案第１８号のうち、総務課消防係所管分について御説明申し上げます。

予算書の１０２ページをお開きください。 

歳出から、その主な事項について御説明いたします。第９款、１項、１目、常備消防

費は、２億８，４７１万円でありますが、消防救急デジタル無線整備に係る公債費がふ

えたことにより、対前年度比１，１２５万円の増額となっております。１９節、負担金

補助及び交付金２億８，４４４万９千円は、阿久根地区消防組合への負担金であります。

次に２目、非常備消防費、６，７３６万９千円でありますが、消防団用の積載車購入費

を計上したことにより、対前年度比１，２３１万１千円の増額となっております。１節、

報酬１，２００万８千円は、消防団員２２４人分の報酬であります。５節、災害補償費

１５８万円は、消防団員に係る遺族補償年金と公務災害における療養・休業補償費であ

ります。８節、報償費５４２万６千円は、消防団員退職報償金５００万円が主なもので

あります。１０３ページになります。９節、 旅費１，８４５万２千円は、消防団員の費

用弁償として１，７８５万７千円を計上したほか、消防学校への入校や幹部研修などの

旅費であります。１１節、需用費の内、修繕料２２６万８千円は、分団詰所などのほか、

消防車、小型動力ポンプ等に加えて、防火水槽の補修に係る経費を計上したものであり

ます。１８節、備品購入費１，５４９万１千円は、普通消防積載車２台分の購入経費、

１，２７１万円が主なものであります。これは平成２年１０月に同時に配備をいたしま

した、２５年以上経過し老朽化が進んでおります、大川分団大川班と山下分団尾崎班の

２台の積載車を更新しようとするものであります。また、消防団員の活動服に係る国の

基準が改正されたことに伴い、２か年間で、新基準の消防団員用活動服に切り替えるこ

ととし、本年度は１００着分の購入経費を計上したものであります。１９節、負担金補

助及び交付金５８５万５千円は、鹿児島県消防協会等への負担金のほか、消防団員の退

職報償金や公務災害補償等の掛金などが主なものであります。１０４ページになります。

２８節、繰出金１３４万４千円は、簡易水道の消火栓１５５基分の維持管理費と、簡易

水道特別会計に４６万５千円を、同じく、上水道の２９３基分として水道事業会計に８
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７万９千円をそれぞれ繰り出すものであります。次に、３目、水防費は、前年度と同額

の５０万円であります。これは、風水害等の原材料費として補償修用資材など等の購入

経費を計上したものであります。次は、災害対策費１，１６４万９千円のうち、消防係

所管分は、１０８万５千円であり、対前年度比２千円の減であります。１節、報酬から

８節、報償費は総務課所管分であります。９節、旅費１２９万２千円のうち、消防係所

管分は４７万８千円であり、災害時の費用弁償を計上したものであります。１１節、需

用費２０８万３千円のうち、消防係所管分は、１０万７千円であり、燃料費５万７千円

と食糧費４万円が主なものであります。次の、１２節、１３節、１９節は、総務課所管

であり、１４節、使用料及び賃借料７４万円のうち、消防係所管分は、５０万円を重機

等の借り上げ料として計上したものであります。以上で歳出を終わり、次に歳入は、２

７ページにお開きください。 

第１４款、県支出金、３項、１目、総務費委託金、１節、総務監管理費委託金６万円

のうち、消防係所管分は２万円で、火薬類取締法に関する係る県からの事務交付金であ

ります。次は、３１ページになります。第１９款、諸収入、５項、４目、雑入、２節、

団体支出金６，２８３万８千円のうち、消防係所管分は、説明欄のとおり、消防団員遺

族補償年金１４７万９千円と、次の、消防団員公務災害補償金については、１０万円を

計上したものであります。次のページになります。３２ページでございます。一番上の

消防団員退職報償金は、歳出と同額の５００万円を見込み計上したものであります。２

０節、雑入のうち、消防係所管分は、次の３３ページの説明欄の上から４行目、原子力

立地給付金１５４万８千円のうち、消防団詰所等に係る５万７千円と、ページの中ほど

にあります、県消防協会火災共済制度出資金割戻金５万円であります。 

以上で説明を終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

消防参事の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

消防参事、消防署の制服というのかな、服装を着ておりますけれども、消防参事の役

目というのは、何なんですか。 

牟田学委員長 

委員、ページ数は何ページ。 

竹原信一委員 

いや、総話的に。基本的なところを教えてください。消防参事の役目は何ですか。 

上野消防参事 

消防参事の役目、阿久根市総務課消防参事でございますので、阿久根市職員として、

阿久根市が業務を担っております、消防団業務、非常備消防業務についての業務をつか

さどる任務を仰せつかっておるという、そういうこととでございます。 

竹原信一委員 

具体的な役目を教えてください。 

上野消防参事 

先ほどから申しましておりますとおり、非常備消防業務、消防団に係る業務について

の、任務を仰せつかっているとそういうことでございます。 

竹原信一委員 

じゃあですね、だいたい総務課というか、こちら側からの人間が消防参事として行く
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わけですけれども、消防署に勤めていた、消防署側の職員がやってもいいような役目じ

ゃないかなという気がするんですが、そうではなくて、こっちから、こっちの総務課長

やった人間があっちに行くことのメリットというのは何があるんでしょうか。向こうの

ほうが。 

牟田学委員長 

竹原委員、予算に関して。 

[竹原信一委員「消防参事の給与も入っているわけですから、違うの、入ってないの」

と発言あり] 

休憩にいたします。 

 

（休憩 １３：３０～１３：３３） 

 

牟田学委員長 

会を戻します。ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

１０４ページの９款、１項、４目、もうちょっと全般的なことになりますけれどもね、

この災害対策費の中に、川内原発関係のですよ、災害の関連というか、そういう防災に

対する予算等はもう含まれてはいないんですか。 

上野消防参事 

９款、４目、災害対策費ですけれども、先ほど総務課のほうからもですね、この４目

についての説明があったかと思うんですけど、消防係が所管する部分につきましては、

９目の旅費、１２９万２千円のうち、消防係に関わるものは４７万円、そして需用費等

についてもですね、２０８万３千円のうちの９万７千円の予算を計上いたしておりまし

て、ここはいわゆる風水害等に関わる災害に対応するための消防団員の経費についてを

災害対策費として計上した費目であるということで御理解いただきたいと思います。 

中面幸人委員 

たとえば、１３節の中に防災マップ作成業務等ございますが。 

牟田学委員長 

それは、消防係ではございません。総務課で説明しました。 

  [中面幸人委員「それなら結構です」と発言あり] 

  はい、ほかにありませんか。 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第１８号中、総務課消防係所管の事項についての審査を一時中止いた

します。 

 （総務課消防係退出、税務課入室） 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号中、税務課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求

めますが、説明は所管の予算内容等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

川畑税務課長 

議案第１８号、平成２８年度 阿久根市一般会計当初予算のうち、税務課所管に係る

歳入歳出予算について、歳出予算の主なものから御説明いたします。予算書の４８ペー

ジをお開きください。第２款、総務費、２項、徴税費、１目、税務総務費の当初予算額
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は６，９０４万１千円で、前年度と比較し３９万円、０．５７％の増となっており、内

訳の主なものは、２節、給料、３節、職員手当等、４節、共済費で、職員１１名分の人

件費であります。２目、賦課徴収費の当初予算額は３，２７２万５千円で、前年度と比

較し、４７６万３千円、１７．０３％の増となっております。増額の主な理由は、平成

３０年度が固定資産税の評価替の年であることから、平成２８年度に標準宅地の鑑定評

価の委託料４７８万７千円を計上したことによるものであります。 

次に、内容の主なものについて御説明いたします。１節、報酬４９５万７千円は、市

税等収納嘱託員１名と税務窓口事務等嘱託員２名の雇用に伴う人件費であります。４節、

共済費８５万３千円は、嘱託員３名の雇用に伴う社会保険料であります。７節、賃金３

３万７千円は、市県民税特別徴収課税事務補助、臨時職員雇用時の賃金であります。８

節、報償費は、１月から３月の給与支払報告書、電算入力業務の時間外勤務に対する総

務課嘱託員への謝金、７万２千円と、市税の取りまとめに対する各区などへの納税報奨

金５２０万円であります。９節、旅費３６万１千円は、市外出張徴収、固定資産税評価

実務研修会の旅費及び嘱託員・臨時職員の交通費であります。１１節、需用費２６４万

９千円は、納付書や納付書送付用窓あき封筒などの印刷費用が主なものであります。１

２節、役務費４０５万１千円は、郵便料、電話料、金融機関収納手数料及び預貯金調査

金融機関手数料が主なものであります。１３節、委託料４８８万５千円は、平成３０年

度固定資産評価替えに向けた標準宅地鑑定評価業務及び平成２８年度標準宅地時点修正

率算定業務にかかる委託料であります。１４節、使用料及び賃借料１６７万３千円は、

電子申告、年金特別徴収及び国税連携に係る地方税電子申告支援サービス使用料と軽自

動車検査情報提供サービス利用料が主なものであります。１９節、負担金補助及び交付

金６８万７千円の主な内訳は、資産評価システム研究センター正会員費７万５千円、地

方税電子化協議会等の運営負担金３２万６千円、出水たばこ販売協同組合 たばこ消費事

業に対する負担金１９万９千円及び阿久根市青色申告会への補助金２万円であります。

２３節、償還金利子及び割引料７００万円は、法人市民税の確定申告による予定納税分

等の過納金の還付金及びその加算金などであります。以上で、歳出の説明を終わります。 

引き続き、歳入予算の主なものを御説明いたします。予算書の２ページをお開きくだ

さい。まず、市税の総括的なことから御説明いたします。市税は、市民税、固定資産税、

軽自動車税、市たばこ税、入湯税の５税目で、平成２７年度収入見込額等から計上しま

した、２８年度の総額は、１７億８，６９２万円であります。これは前年度に比べ０．

８６％、１，５２５万２千円の増で、歳入総額に占める構成比率は前年度より０．９

７％増の１６．７６％であります。それでは税目ごとに御説明いたします。１７ページ

をお開きください。 

市民税のうち、個人分は５億６，８８５万９千円で前年度に比べ９１８万７千円の増

であります。２７年度決算見込額からの推計では、納税義務者数、所得ともに減少を見

込んでいますが、２７年度現年分決算額が当初予算に比較して、約１，８００万円の増

加見込みのため、２８年度当初予算額も２７年度当初予算額と比較すると、増額となる

見込みであります。法人市民税は、予算額９，３４８万１千円で、前年度に比べ２４９

万８千円の増であります。２７年度決算見込額からの推計では、均等割、法人税割とも

に減少を見込んでいますが、法人市民税においても、個人市民税同様、２７年度現年分

決算額が当初予算に比較して、約１，８００万円の増加見込みのため、２８年度当初予

算額も２７年度当初予算額と比較すると増額となる見込みであります。次に、固定資産
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税のうち、土地、家屋、償却資産に係る純固定資産税の、２７年度収入見込額等から推

計した予算額は、８億５，７２５万１千円で、前年度に比べ１４９万３千円の増であり

ます。２８年度は評価替え２年目となり、全体的な評価変動はないため、当初予算額に

大きな増減はないものと見込んでいます。国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、

予算額１，５１３万円で前年度と比べ２万３千円の増であります。軽自動車税は、平成

２８年度から税率改正が適用されますので、予算額８，４４万５千円、前年度に比べ１，

４６１万８千円の増額を見込んでいます。市たばこ税は、予算額１億７，９８万９千円

を計上しました。たばこ税の旧３級品については、２８年４月分から千本当たり４３０

円の増額になりますが、近年の健康志向を考慮して、２７年度売渡本数見込、約３，７

２１万本から、３７３万本減少するものと推計し、前年度予算から、１，７６万８千円

の減を見込んでいます。入湯税は、予算額７６万５千円であり、宿泊、休憩者合せて入

湯客数５，１４６人で、前年度に比較し１７９万９千円の減であります。減額の主な理

由は、グランビュー阿久根のことし４月からの休館によるものであります。次に１８ペ

ージをお開きください。第３款、利子割交付金は、予算額１８０万円で、前年度に比べ

１０万円の減であります。利子割は、預貯金の利子等に課税され、県に納入される県民

税利子割額のうち、５分の３が、個人県民税の額に応じて市町村へ交付されるものであ

ります。第４款、配当割交付金は、予算額４００万円で、前年度に比べ２２０万円の増

であります。配当割は、上場株式等の配当等に課税され、利子割同様５分の３が県から

市町村へ交付されるものであります。 第５款、株式等譲渡所得割交付金は、予算額３

００万円で前年度に比べ２００万円の増であります。株式等譲渡所得割は、源泉徴収選

択口座内の上場株式等の譲渡所得等に課税され、利子割同様５分の３が県から市町村へ

交付されるものであります。次に２２ページをお開きください。第１２款、２項、１目、

２節、徴税手数料２５１万５千円は、納税証明など各種証明書及び市税督促手数料であ

ります。次に２７ページをお開きください。第１４款、３項、１目、２節、徴税費委託

金、２，５８０万円は、市が個人県民税の賦課徴収に係る事務を行うための徴税取扱費

として、県から市に交付されるものであり、個人の県民税に係る納税義務者数に、３，

０００円を乗じた額を見込んだものであります。次に３０ページになります。第１９款、

１項、１目、１節、延滞金については１２２万円を見込んでいます。以上で、歳入の主

なものについての説明を終わりますが、貴重な自主財源である市税の収入率向上につい

ては、引き続き夜間徴収等による徴収体制の強化、預貯金等調査、捜索、差押え等の滞

納処分の徹底と併せ、公平、公正な課税により、納税者の方々の理解を得ることに努め

ていきます。答弁につきましては、私、並びに担当係長がいたしますので、よろしくお

願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

１７ページの市たばこ税、あの本数を減を見込んだと、その数の根拠というのはどの

辺から持ってこられたんでしょうか。販売本数が減るだろうという見込みの。 

川畑税務課長 

たばこ税につきましては、過去３年間の消費本数を比較しまして、２７年度からです

ね、２７年度は予算策定時の段階で９月まで確定しておりましたので、後期を推計した

ところで、年間で前年度より５％、普通たばこ税、旧三級品じゃないものが５％減るだ
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ろうということで、推計しました。２８年度は、さらに２７年度に比べて１０％減ると、

最近の減少の傾向から推計いたしました。また、旧三級品につきましては、近年は普通

たばこ税に比べて、旧三級品のほうが、価格が安かったものですから、増加傾向にあっ

たんですが、今回２８年度から、増税になるということで、２８年度もふつうたばこ税

と同様に１０％減少するものと見込んで、２８年度の予算額を推計いたしました。 

竹原信一委員 

４８ページ、固定資産評価審査委員、３名で報酬４万２千円、ずいぶん少なくて済ん

でいるなという気はするんですけども、実際この３名はどういった経歴の方を選ばれて

いるのでしょうか。 

牟田学委員長 

  竹原委員、これは総務課の所管です。 

  [竹原信一委員「さっき言わなかったろ、固定資産評価委員の」と発言あり] 

  総務課で説明はしてあります。 

  [竹原信一委員「あ、言ったっけ、じゃあいいや」と発言あり] 

  いいですか、はい。ほかに。 

白石純一委員 

１７ページ、市税の１款、１項、１目及び２項の個人、法人市民税、それぞれ１．

６％、２．７％ずつ増加しているわけですけれども、昨年も上がっていてそれに基づい

てという説明もございましたが、この特に個人、市民の人口が減っている中で、個人市

民税が増加している、そして、法人税、法人の数はちょっと私は把握しておりませんが、

共に増加している理由について分析されておられましたら教えていただきたいんですが。 

川畑税務課長 

まず、個人市民税につきましては、昨年度当初予算額より１，８００万円ほど増加し

ているわけですが、２６年度と２７年度の納税義務者はまた総所得を比べた場合、納税

義務者数につきましては、約５７人、所得割人数は減っております。また、総所得につ

きましても、１億５８６万円ほど減っております。このままだと、当然、減るんですが、

控除額がありまして、人的控除、あるいは医療費控除、その他社会保険控除、それを比

較した場合に、２６年度と２７年度からしますと、控除額の合計が、１億９，４００万

円ほど減っております。これを市民税の税率６％に換算しますと、約１，１６６万円ほ

どになります。先ほどの所得が減った分を換算しますと、５３５万円ほどの減になるん

ですが、控除が減ったために税額はふえますので、その差額としまして、結果的に２７

年度の税額が上がる見込みであります。所得も減り、納税義務数も減っているんですけ

ど、それぞれの控除の控除額が減ったために、税額が結果として上がることになってい

ます。法人市民税のほうですが、法人市民税は、現在均等割を納めるものが、４５０事

業所、法人税割を納めるものが約１６７事業所で、これは２６年度も２７年度も数字は

大きく変わりません。ただ、２５年度から、２６年度の所得割が実績で、２，２５９万

円ほど減ったものですから、２７年度の当初予算を出す際に、２６年度の税収から推計

したわけですが、２６年度に大幅に減ったものですから、当然、２７年度もそういう傾

向が続くだろうという見込みで推計したわけですが、現在、現時点では、思ったより減

額にはならずに、結果的に２７年度当初予算より１，８００万円増になるものと見込ん

でいます。以上です。 

白石純一委員 
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ということは、法人税については、本年度も昨年度の当初予算よりもさらに好転して

いくという根拠で増加するということなんでしょうか。 

川畑税務課長 

２７年度実績見込みといたしましては、当初予算額より、約１，８００万円増加する

ものと見込んではいるんですが、２７年度は当初予算額、２６年度当初予算額と比較す

れば、ふえますが、実績見込み額よりは減るだろうと推測しております。 

仮屋園一徳委員 

１７ページのですね、１款、３項、１目の軽自動車税のですね、調定のところなんで

すが、市税の調定のところですね、６，４１８万円の２２％というのがあるんですけど、

督促についてはわかるんですけど、この調定額の２２％という根拠というのは何なんで

しょうか。 

川畑税務課長 

１款、３項、１目、２節の滞納繰越分のことだと思いますが、滞納繰越分の２２％の

見込みは、ここ数か年の徴収率を参考に、これを目標としているものであります。 

仮屋園一徳委員 

これは、滞納をすると車検は受けられるんですかね。それとも廃車とかそういうこと

なんですかね。その辺をちょっとわからないので教えてください。 

川畑税務課長 

滞納されている方が窓口に証明を車検を受けるために取りに来られた場合は、過年度

分も含めて、納めていただかないと、証明の発行はしないようにいたしております。 

仮屋園一徳委員 

そうであればですね、滞納分について２２％は非常に低いと思うんですけど、これで

今までも来てるということなんですかね。 

川畑税務課長 

それでは、２４年度から、２６年度までの実績を報告いたします。２４年度が２７．

７７％、２５年度は２０．１２％、２６年度が２１．１０％となっております。 

仮屋園一徳委員 

数字的には実績ということで、わかりましたけれど、車検との関係がちょっと低すぎ

るなということで、廃車とかそういうのは考えられるんですけど、税金を納めないで、

車検を受けられるのか、その辺がちょっと疑問なんですけど、一応実績ということで了

解いたします。 

牟田学委員長 

よろしいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

  なければ、議案第１８号中 税務課所管の事項について、審査を一時中止します。 

この際、暫時休憩します。 

（税務課退出） 

 

（休憩 １４：０２～１４：１４） 

 

（企画調整課入室） 

牟田学委員長 



33 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、議案第１８号中、企画調整課所管の事項について審査に入ります。企画調整課

長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容等について、簡潔明瞭にお願いいたしま

す。 

山元企画調整課長 

議案第１８号、平成２８年度阿久根市一般会計予算中、企画調整課所管の事項につき

まして御説明申し上げます。 

 

歳出から御説明いたしますので、予算書４２ページをお開きください。第２款総務費、

１項８目企画費の予算額は９，５８６万９，０００円であり、対前年比５，６９７万７，

０００円、１４６．５％と大幅に増加いたしております。この主な理由につきましては、

４３ページをお開きください。平成２７年度は、１９節負担金及び交付金につきまして、

移住定住促進補助事業、定住促進木造住宅建築補助事業及び地域支え合い定住支援補助

事業につきまして、国の地方創生関連交付金を活用するため、当初予算ではなく、平成

２６年度の補正予算に１，８１７万円を計上し、繰越事業として実施いたしているとこ

ろでございます。また、２５節積立金のうち、地域振興基金におきまして、ふるさと納

税として受け入れております「阿久根応援寄附金」を２６０万円と見込み、場外車券売

場設置市地元協力金などを加えた６１３万３，０００円を計上したところであります。 

平成２８年度は、１９節負担金及び交付金につきまして、移住定住促進補助事業５１

０万円、定住促進木造住宅建築補助事業９７５万円及び地域支え合い定住支援補助事業

１５０万円を計上するともに、２５節積立金のうち、地域振興基金におきまして、「阿

久根応援寄附金」分として、４，０００万円を見込み、４，３５７万円を計上したもの

でございます。 

それでは、予算書の順に御説明いたします。４２ページにお戻りください。１節報酬

２１９万８，０００円は、総合開発審議会委員７人分及び地域おこし協力隊１名分の報

酬であります。地域おこし協力隊につきましては、地方創生に係る総合戦略の施策の一

環といたしまして、阿久根に住む人を増やすための移住定住環境の充実を図るため、平

成２８年度、新たに移住希望者の受け入れに向けた活動に従事する隊員１名を委嘱し、

本市出身者のＵターンや都市部からのＩターンの受け入れを積極的に推進してまいりた

いと考えております。４節共済費は、地域おこし協力隊１名分の社会保険料であります。

７節賃金は、男女共同参画講座開催時の保育士賃金であります。８節報償費９５万３，

０００円は、アクネ大使に対する謝礼、地方創生に係る委員会等の出会謝金、男女共同

参画啓発事業等の講師謝金、男女共同参画推進懇話会の出会謝金など説明欄記載のとお

りでございます。９節旅費３９５万円は、定住促進対策事業関係６３万４，０００円、

地域おこし協力隊の活動に伴う費用弁償５４万８，０００円、電源地域振興センター研

修事業３２万９，０００円、アクネ大使関係４５万５，０００円、広報・調査等対策交

付金事業８７万８，０００円が主なものでございます。１１節需用費３６０万円は、官

庁速報や多良木町との交流事業に係る食糧費など企画一般事務関係８８万３，０００円、

華の５０歳組レセプション関係９５万５，０００円、広報・調査等事業関係９１万円、

などが主なものであります。１２節役務費１３７万２，０００円は、阿久根応援寄附金

事業に係る郵便料６７万４，０００円などの通信運搬費が主なものでございます。１３

節委託料２８２万９，０００円は、阿久根駅などに植樹した柑橘類の樹木の管理業務、
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折口駅トイレの浄化槽管理業務及び清掃管理業務、放射線量測定用のサーベイメータ校

正業務、出会いサポート業務が主なものでございます。このうち、出会いサポート業務

につきましては、総合戦略の施策の一環といたしまして、出会いと結婚を支援するため

に、新規事業として、結婚に向けたコミュニケーションなどのスキルアップ講座の開催

や出会いのためのイベント開催、参加者の意識調査などを実施する「阿久根で縁結び」

出会いサポート事業の委託料を計上しております。 

次に、４３ページをごらんください。１４節使用料及び賃借料１２６万５，０００円

は、地域おこし協力隊の住宅使用料や公用車借り上げ料、移住定住フェアの出展料など

が主なものでございます。１９節負担金補助及び交付金３，５０１万９，０００円は、

説明欄に記載しております各種協議会への運営負担金及び各種事業への補助金でありま

す。 

このうち、地域づくり活動支援事業につきましては、地域が抱える課題の解決及び地

域コミュニティの活性化を図ることを目的として、自主的に地域づくり活動に取り組む

区や団体を支援するため、事業期間を平成２５年度から平成２７年度までの３年間とし

て実施しているところでございますけれども、この間の利用状況等を踏まえ、事業期間

を平成３２年３月３１日まで延長し、実施することとしております。 

また、華の５０歳組継承支援事業につきましては、総合戦略の施策の一環として阿久

根のファンを増やすために、新規事業として、本市が誇れる伝統行事である「華の５０

歳組」が次世代へと継承されるよう、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５歳の節目

に市内の各小・中学校単位で行われる同窓会等の活動を支援するための費用を計上した

ものでございます。２５節積立金４，４３３万９，０００円は、基金積立金で、内訳は

説明欄のとおりでございます。このうち、地域振興基金の４，３５７万円は、阿久根応

援寄附金４，０００万円、サテライト阿久根の地元協力金３５０万２，０００円が主な

ものとなっております。 

次に、５３ページをお開きください。５項１目統計調査総務費の予算額は１，０８１

万４，０００円であり、対前年比２３８万７，０００円、２８．３％の増であります。

２節給料、３節職員手当等、４節共済費の給与費関係は、総務課所管ですので省略させ

ていただきます。１３節委託料２７５万円は、市民所得推計に係る県統計協会への委託

料及び市勢要覧作成業務であります。このうち、市勢要覧作成業務につきましては、本

市の産業、文化、歴史、自然、景観等を写真等で紹介し、広く対外的にＰＲする要覧を

作成するものであり、おおむね５年毎に作成いたしております。現在の要覧は平成２４

年版として平成２３年度に作成しており、今回、平成２９年版として、平成２８年度に

作成するための委託料を計上しております。２目基幹統計調査費の予算額は１７３万円

であり、対前年度比８７５万円、８３．５％の減であります。１節報酬９２万９，００

０円は、経済センサスの調査員の報酬であります。７節賃金４０万６，０００円は、統

計調査事務補助臨時職員の賃金であります。８節報償費２万１，０００円は、統計調査

員確保対策事業の研修会出会謝金であります。１１節需用費２３万２，０００円は、各

統計調査の消耗品等であります。 

次に、７２ページをお開きください。第５款労働費２項２目働く女性の家管理費の予

算額は４０４万１，０００円であり、対前年度比５万３，０００円、１．３％の増であ

ります。１節報酬１７６万円は、説明欄に記載のとおり、働く女性の家運営委員５人分

の報酬と、指導員１人分の報酬であり、７３ページに移り、４節共済費３０３，０００
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円は、指導員及び管理人の社会保険料であります。７節賃金１１２万３，０００円は、

平日は午後５時から午後９時２０分まで、土曜日は午前９時から午後５時までの管理業

務に係る管理人賃金１００万４，０００円と市主催講座の時の託児に係る保育士の賃金

１１万９，０００円であります。８節報償費４３万５，０００円は、定期講座等の講師

謝金であり、前期４講座、後期４講座並びに短期講座等を予定しております。１４節使

用料及び賃借料は、トイレ用薬剤の使用料が主なものでございます。１８節備品購入費

１万９，０００円は、料理実習用ミキサーの購入費であります。 

続きまして、歳入について御説明いたします。予算書２１ページにお戻りください。  

第１２款使用料及び手数料１項８目１節労働使用料８１万９，０００円は、働く女性の

家使用料を計上したものであります。 

次に、２３ページをお開きください。第１３款国庫支出金、２項１目１節総務管理費

補助金中、企画調整課が所管する社会資本整備総合交付金８８０万円は、「うみ・ま

ち・にぎわい」再生整備基本計画に基づく市道琴平浜中央線などの景観舗装工事に充当

するものでございます。 

次に、２６ページをお開きください。第１４款県支出金、２項１目１節総務管理費補

助金８，８４４万６，０００円は、原子力研修会や広報活動などの財源である広報・調

査等交付金２２２万４，０００円、電源立地地域対策交付金８，６１２万１，０００円

が主なものでございます。このうち、電源立地地域対策交付金は、消防団積載車整備、

みなみ保育園事業、西目地区集会施設運動広場多目的水洗トイレ整備工事、農村環境改

善センター空調設備整備、番所丘公園管理事業など８事業に充当する予定でございます。 

次に、２７ページをごらんください。３項１目１節総務管理費委託金６万円のうち、

企画調整課が所管する遊休土地実態調査費２万円は、市町村権限移譲交付金のうち、国

土利用計画法に係る遊休土地実態調査事務に関するものでございます。 

次に、２８ページをお開きください。５節統計調査費委託金１５２万７，０００円は、

経済センサス費１４４万２，０００円など説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、２９ページをごらんください。第１５款財産収入、１項２目１節利子及び配当

金中、企画調整課が所管するものは、上から６番目のふるさと創生基金利子６０万９，

０００円、次の人材育成基金利子１６万円、下から２番目の地域振興基金利子５万８，

０００円であります。 

次に、３０ページをお開きください。第１７款繰入金、１項１０目１節地域振興基金

繰入金８００万円は、ふるさと納税として受け入れております「阿久根応援寄附金」の

基金積立分を活用するものであり、観光の振興・施設充実、自然環境及び地域景観の保

全、健康・福祉の充実、教育環境の充実及び子育て支援の４分野の事業に充当するもの

であります。 

次に、３３ページをお開きください。第１９款諸収入、５項４目２０節雑入でありま

すが、主なものといたしましては、下から１１番目の場外車券売場設置市地元協力金３

５０万２，０００円、下から２番目の乗合タクシー事業国庫補助金事業者精算返納金６

７万２，０００円であります。 

以上で説明を終わらせていただきますが、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 
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竹原信一委員 

  地域おこし協力隊、１人、 

牟田学委員長 

  何ページですか。 

竹原信一委員 

  ４２ページ。上から７行目、地域おこし協力隊、１名、２１０万円。ほいで活動費が５

５万円ほどでしたっけ。随分、具体的な感じになってるけど、行動内容というか、そうい

ったものをもう具体的につくってあるんですか。 

山元企画調整課長 

  この地域おこし協力隊につきましては、移住定住のサポートをしていただく方というこ

とで、１名募集しているところでございます。具体的には、移住定住者の受け入れに向け

ての移住希望者の相談業務ですとか、移住者の希望後の移住されてきた後のフォローアッ

プの事業ですとか、移住に関する市のいろんな施策ですとか情報に関してのＰＲ、情報発

信、こういったことを行っていただくということとあわせて、市内の空き家の有効活用と

いうことで、今後空家バンクシステムを構築をして運営するという部分のサポート業務と

いうことで、この協力隊の方に従事していただければというふうに考えているところでご

ざいます。 

竹原信一委員 

  先ほど、５５万円ほどでしたっけ、活動費は。その計算の根拠を教えてください。 

山元企画調整課長 

  活動費といたしましては、地域おこし協力隊の県内・県外の旅費、行動旅費、それと通

勤手当という形で計上しているところでございます。 

竹原信一委員 

  だからその数字の根拠をどうやって出したのかを教えてくださいってことです。 

山元企画調整課長 

  ここにつきましては、また具体的にどちらの方面にということではないんですけれども、

県内・県外あわせて５０万円ということで旅費を計上しているところでございます。 

竹原信一委員 

  使い方はわかりますよ。５５の数字をどうやって出したかを聞いてるわけですよ。どこ

ら辺に何回行った時にこれくらいかかるとか、そういう話をしてるんじゃなくて、直感で

打ったんですかって話、５０数万円を。 

山元企画調整課長 

  申しわけございません。そこまではまだ細かくは積算していないところでございます。 

竹原信一委員 

  そういう仕事の仕方をするんだということがよくわかりましたけれども、では、同じ４

２ページの下のほう、浄化槽管理業務等というのがありますけども、これは何の浄化槽で

したっけ。もう一回言ってください。 

山元企画調整課長 

  ここは、折口駅の敷地内の設置しております公衆トイレの浄化槽の管理費ということで

ございます。 

竹原信一委員 

  商工観光課ではなくて、企画課が担当するというのはよくわからないんですけど、どう
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いう仕分けをしてるんですか、それは。ここだけですか、企画課がしている浄化槽管理み

たいのは。 

山元企画調整課長 

  ここの折口駅のトイレを整備いたしましたいきさつと申しますのが、もともとありまし

た折口駅のトイレが木造のトイレだったんですが、非常に老朽化が著しくて、何とか建て

替えができないかということであったものですから、今回の場合はおれんじ鉄道に関連す

るということで企画課のほうでトイレの建て替え事業を実施したということで、この管理

費につきましても企画調整課のほうで計上しているという経緯でございます。 

竹原信一委員 

  実際の、なんというかな、現場の作業としてはですよ、やっぱりほかの施設と同じよう

なレベルで維持管理されていかなければいけないはずですよね。そして、企画課の日頃の

業務からすれば離れた話でしょ、これ、いつもとは。これはもう業務内容としては商工観

光課のほうにでも移すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょう。ちょっと

日頃の業務、流れとしても悪いしやりにくいはずだと思いますが、いかがでしょう。 

牟田学委員長 

  ５番、竹原委員、委託業務ですから。 

竹原信一委員 

  委託の管理業務ですよ。 

山元企画調整課長 

  ここの、浄化槽の管理業務につきましては、市内の清掃事業者の方に業務委託を行って

いるところでございます。なお、所管につきましては、現在、これまでの経緯を踏まえま

して、企画調整課のほうで実施をしていると、委託を行っているというところでございま

して、ここにつきましては委員からの御意見等を踏まえて、また今後、所管については検

討してまいりたいというふうに考えております。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

白石純一委員 

  ４２ページ、２款１項８目１節、地域おこし協力隊、この方、地域おこし協力隊の有資

格者なんですけれども、Ｕターンの方は資格は持たないということでしょうか。 

山元企画調整課長 

  地域おこし協力隊の方の要件といたしましては、居住地域といたしましては、三大都市

圏を初めとする都市部に居住されているという方でございますので、Ｕターン者の方であ

っても現在都市部のほうに居住していられる方であれば対象になるというふうに考えてお

ります。 

白石純一委員 

  そうするとですね、私は総括質疑でも申しましたけれども、やはり、もともと阿久根に

縁のある方はやはり、アプローチしやすいと思うんですね。全国に、不特定多数の方に声

を掛け、かつ今ほとんどの地方の自治体が募集をしていると、それでは大変競争率も激し

いので、やはりそういったＵターンの方も含めて、より直接アプローチでできるところに

していくべきではないかなと思います。その辺も御検討いただければなと思います。そし

てもう一つ、同じ目の１９節の下から２番目。これも総括質疑で質問しました地域支え合

い定住支援補助事業、これは親と同居する、もしくは親と同じ地区に住む方に補助をする
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ということですけれども、この事業の内容だけではなかなかそういう趣旨が市民には伝わ

りづらいと思いますので、よりわかりやすい形でですね、表現を変えるなり、イラスト等

を使うなりしてＰＲが必要かと思いますが、そういったＰＲのための費用はここには入っ

ていないと思うんですが、ＰＲを、例えばチラシを５０歳組で配るとか、そういう場合は

どこの費用で、どの節の費用になるんでしょうか。 

山元企画調整課長 

  ここにつきましては、今議員のほうから御意見いただきましたように今後そういう市の

出身者の方々とかにつきましても私どものほうからもぜひＰＲ等をしていければというふ

うに思っております。実際のその方々へ配布するチラシ等の費用等につきましては、同じ

く企画費の中の需用費の中で対応していくということになると考えております。 

牟田学委員長 

  この際暫時休憩いたします。 

 

 （休憩 １４：４０～１４：４８） 

 

牟田学委員長 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

渡辺久治委員 

  ４３ページの１９節、一番下の華の５０歳組継承支援事業、先ほどの説明では地域の３

０代、４０代の方に５０歳組をＰＲするためにということでしたが、具体的にこの１００

万円をどんなふうに分けて、どんなふうに使うのかをわかっていたら教えてください。 

山元企画調整課長 

  この華の５０歳組継承支援事業につきましては、本市の伝統行事であります華の５０歳

組の取り組みをこの後も市の伝統行事として受け継いでいくことを支援するという目的で

設けた事業でございます。具体的には先ほど申し上げました２５歳、３０歳、３５歳、４

０歳、４５歳という節目の時に、各小・中学校単位で取り組まれます同窓会におきまして

必要な経費ということで、会議のための会場使用料ですとか、出欠確認のためのはがき代

ですとか切手代等の役務費、それからいろんな同窓生との連絡にかかる封筒ですとか用紙

とか、そういう需用費、こういった費用を助成をしようということで考えているところで

ございます。具体的にはそういう費用の１０分１０を対象といたしまして、１団体当たり

１０万円を上限ということで考えておりまして、今年度は１０団体を予定して予算を計上

させていただいたところでございます。 

（渡辺久治委員「ありがとうございます」と呼ぶ） 

牟田学委員長 

  ほかに。 

中面幸人委員 

  先ほど別の委員からもありましたけれども、４２ページの２款１項８目の１節、地域お

こし協力隊の件でございますが、先ほどの課長の説明で、その協力隊員の業務等の内容も

説明がございましたが、これから公募して募集するということだと思いますけれども、行

政側としましては、所管課としては具体的に例えば空き家対策にしろ、定住者にしろです

ね、ある程度具体的な中身、計画等は策定されているんですか、今からなんですか。 

牟田学委員長 
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  中面委員、確認でもう一回お願いします。 

中面幸人委員 

  この地域おこし協力隊のですね、業務内容等については説明でわかりましたが、これか

ら公募されるわけですよね。例えば所管としてはですよ、例えば空き家対策にしろ、そし

てまた定住ですね、移住定住にしろ、具体的に案等ができているんですかということです。 

山元企画調整課長 

  具体的な案ということではないんですけれども、業務内容といたしましては、先ほども

ちょっと説明させていただいたような形で移住定住に関するサポート事業ということで従

事して、そういう業務に従事していただくような方ということで募集をしたいというふう

に考えているところでございます。 

中面幸人委員 

  大体、その役割というのはわかりますけれどもですね、実際、これから公募して、公募

するわけでしょ。そういう今までこの人が、その人がですよ、仮に誰が来るかわからんで

すけれども、そういうことを勉強してきている人かもしれませんけれども、ただ、来てか

らどうのこうのじゃなくてですよ、やはり行政側は行政側として、所管課として、ちゃん

とした、言わば目標というかですね、こういうふうにしたいとかですね、そういうある程

度の計画案がなければその人を雇ってから考えるんですか。 

山元企画調整課長 

  業務内容といたしましては、まだ空き家に関する、例えば具体的な業務といたしまして

は、その空き家を借りたいという方と貸したいという方の間の情報がやり取りできるよう

な、そういう空き家バンクのシステムのようなものがまだ阿久根市には整備されておりま

せんので、そういった部分の整備ですとか、整備した後の運用、そういった部分ですとか、

あるいは今後阿久根市のほうに移住してきたいというような方々に対してのいろんな相談

に応じる業務とか、そういった部分に従事していただきたいというふうには考えていると

ころでございます。 

中面幸人委員 

  もう趣旨はわかりますよ。趣旨はわかるけど、やはりどんな人が来るかわからんのに、

やっぱり所管としてはしっかりとしたですよ、ほかの自治体では空き家についてもですよ、

例えば定住にしろばんばん進んでいますよね。どこの自治体もですよ、少子高齢化で人を

呼び込もうというのはどこもしてますよね。それにはやっぱりほかに自治体よりやはりち

ょっと変わったようなことをしないと来ないだろうし、やはり、雇ってからどうじゃなく

て、やはり早めにそういうのは所管でしっかりとした計画を立てないとですね、また遅れ

るんじゃないですか。こんなに予算も組んでいるわけですから、来てからじゃなくて、や

はりちゃんとした目標なりを持ってですよ、阿久根市はこういう形で、ほかの自治体とす

ればこういう形で計画するんですよと、やっぱりしないと、なんかまた遅れるような気も

するんですよね。どこの自治体もこうしているから、じゃあ阿久根もこういうふうに予算

を組みましたよじゃあんまり効果がないような気もするんですよ。そういう意味で私はち

ょっともうある程度そういう計画もできてるのかなと、そういった中でそういう人を呼ん

で協力してもらおうかな、もらうんだろうかと思っておりましたけれども、じゃあ全然ま

だ、中身等については計画はなされていないということですね。 

山元企画調整課長 

  詳細な行動計画という部分につきましては、また今後しっかり検討した上で従事をして
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いただきたいというふうに考えているところでございます。 

中面幸人委員 

  先ほど言いましたように、どこの自治体もですね、同じような状況の中でいかに自分た

ちの自治体がですね、先駆けていくにはしっかりとしたやっぱり方向性を、確実なですね、

方向性を示さなければならないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

山田勝委員 

  総括的な中で話をしますけどね、私は課長、例えばふるさと納税の問題、今の地域おこ

しの問題、歳入についてはですね、ひっくるめてあなたのほうの企画課で歳入については

受けて、それを事業として振り分けるんですよね、現実の予算の振り分けをですよ。 

山元企画調整課長 

  ふるさと納税につきましては、歳入につきましては商工観光課のほうで所管をしている

ところでございます。 

山田勝委員 

  ふるさと納税の歳入についてはあなたのところで歳入しているじゃないですかって、さ

っき説明したっじゃっで。 

山元企画調整課長 

  歳入については、商工観光課で計上してるんですが、企画調整課においてはそれを受け

て基金に造成する部分を企画調整課のほうで予算を計上させていただいているところでご

ざいます。 

山田勝委員 

  そういうことだよな、そういうことですよ。だからあと、現実にふるさと納税をふやす

努力をするところについては商工観光課でやってる。今の地域おこし協力隊についても、

企画課で事務をして、招聘はするけれども、現実に働く場所はどの課がするんですか、ど

こで。 

山元企画調整課長 

  地域おこし協力隊につきましても、全体的な制度につきましては企画調整課のほうで所

管をしているところでございます。その中で、それぞれ従事していただく業務の分野に関

連する所管課におきまして、例えば移住定住の部分でありましたら企画調整課、観光開発

業務であれば商工観光課というような形でやっていただく業務の内容に応じてそれぞれの

課で予算についても計上するというふうに考えているところでございます。 

山田勝委員 

  あのね、私思うんですよ。あなたのところは仕事が多すぎるから、その先ずいね、頭が

回らんでな、やはりそれぞれの事業課に振らないかんですよ。例えば商工観光課、まちお

こし協力隊ではないですか、来ている人たちは。 

山元企画調整課長 

  今、来ていただいている方の分につきましても、その方々の費用という部分につきまし

ては、業務につきましては商工観光課の所管というふうになっているところでございます。 

山田勝委員 

  そういうそのようなことでですね、振ります、振ってそれぞれやるわけですから、あな

たのところで小さいところまで計画をしてですね、できるわけでもない話なんですよ。だ

からわかりやすくちゃんと説明せんからだらだらだらだら長く質疑を繰り返さないかんと

いうことになるんですよ。ですから今度来られる方についてもですね、またどこかの課で
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引き受けてですよ、やらないかんのですよね、より効率的に。だから、そういうことで私

は一緒にやったらどうかと言ったけれども、結果としてはやはり企画課がやる部分は、あ

るいは商工観光課がやる部分ということで商工観光課は増員をしてですね、充実すると、

こういうことでスタートしてますよね。だから、そういう中でね、あなたのところで企画

立案してほしいのはね、阿久根に人が来たいというような魅力あるメニューをつくらん限

り、誰も来ないですよ阿久根に。難しい国の制度とか難しいのじゃないですよ。極端な話

が、阿久根に来ればですね、土地はただで家をくつらせやったっつどとか、子供たちの、

例えばですね、保育料も安いんですよって、子育てをしやすいっていうのは、やはり子育

てに金がかからないという制度をつくらんことには、あるいは生活しやすいっていうのは、

金がかからんというのをつくらんことにはね、来ないよ、誰も。だからそういう議論は、

あなた方はそういう話し合いはどこでどうしてるの。魅力ある人が来るような計画は、何

をしようというのは誰がどこでそんな計画をしてるの。ただ単に国から流れたのを横流し

にして流しているだけなんですか。 

山元企画調整課長 

  今、山田委員のほうからございましたが、市の全体的な施策につきましては企画調整課

が所管となって取り組むべきものと思っているところでございます。現在、こういった施

策につきましては、２７年度におきましては総合戦略、あるいは過疎計画、こういったも

のを策定しているところでございますけれども、こういった市の長期的なビジョン等に関

する戦略等の策定に当たりましては、関係課、全庁的に協議を行いながら市の施策の方向

性というのを取りまとめているところでございます。 

山田勝委員 

  あのですね、ふるさと創生について、議会は議会で特別委員会をしてですね、それなり

の皆さん意見を出してですね、提案しました。市民からも提案がありました。だから、こ

のようにしてですね、どういうまちをつくったら、どういうのをつくったら若いのが来る

よ。そういうのをね、もっとね、真剣にやってると思うよ、真剣にやってると思うけど、

もっと掘り下げてやらないことには、なんでかって言ったら、阿久根という町を知ってる

人はいないんですよ、現実に。ひっくるめて見て。でも、わあこれはすごいなと、そうい

うところはね、注目しますよ。変わったことをやったら。竹原市長の時には変わったこと

をやったから全国注目したじゃないですか。だから、やはりね、政策も含めてね、やっぱ

りそれだったら阿久根に住んでみたいというのをつくらないことには絶対どんなにいいこ

とを、あなたたちがいい言葉を並べても誰も来ない。そういうふうに私は思いますよ。で

すから、まず計画をつくる、あるいはそういうメニューをつくるところからね、やり直さ

ないかんと思いますよ。いかがですか。 

山元企画調整課長 

  はい、今いただきましたような御意見を踏まえまして、私どもも引き続き市の振興策と

いうことについては努力してまいりたいというふうに考えております。 

山田勝委員 

  あなた方は予算を握ってます。金を握ってます、やります。でも、一つ頭の中に入れな、

あなたたちの考えたことはね、１００点じゃないんです。もっともっと１００点も２００

点も持ってる市民もおれば、議員の中にもたくさんいると思いますよ。ですからそういう

ふうにね、頭をちょっとかき分けて、柔らかくして、自分たちの考えが一番じゃないっち

ゅうことを意識しないとね、駄目ですよ。 
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以上です。 

牟田学委員長 

  いいですか。 

山田勝委員 

  課長はどう思っているの。 

山元企画調整課長 

  今、議員がおっしゃいますとおり、議員の皆様、あるいは市民の皆様、こういった多く

の方々の御意見等を踏まえながら私たちもまた市の振興・発展のために努力してまいりた

いというふうに考えております。 

［山田勝委員「頑張ってくださいよ」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

  ほかに。 

野畑直委員 

  ４３ページ、２款１項８目１９節のグループタクシー利用促進事業について、平成２８

年度から昨年まで、平成２７年度まで１キロメートルを５００メートルに変更するという

ことをちょっと聞きましたけれども、条件的にほかに変わったところはないんですか。 

山元企画調整課長 

  今回につきましては、要件の部分で今委員のほうからございましたとおり自宅から最寄

りのバス停、駅等まで１キロメートルというところを５００メートルに要件のほうを緩和

をさせていただいたという、この部分でございます。 

野畑直委員 

  それはわかりました。広報についてですけれども、当初予算をまだ終わってないんです

が、考え方として、広報誌にもやはり早めに載せるべきだと思うんですけれども、その時

期についても考えてらっしゃるんですか。 

山元企画調整課長 

  このことにつきましては、今回の当初予算につきまして御承認いただけましたら、直ち

に広報阿久根、あるいは市のホームページ、こういったところで市民の皆様にもお知らせ

をするように努めてまいりたいというふうに考えております。 

野畑直委員 

  できるだけ早い時期に広報できるようにお願いします。終わります。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

濵田洋一委員 

  それでは、１点だけお伺いいたします。４３ページ、１９節の華の５０歳組継承支援事

業。先ほど、２番委員の方が、２番委員がですね、具体的な事業内容ということで質問が

ありまして、その回答として課長からお聞きして理解したところでありますが、この２５

歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５歳、五つの年代の方々への支援ということであります

けれども、上限１０万円の１０団体ということでありますが、この周知方法というのはど

のようにされるような状況でしょうか。 

山元企画調整課長 

  この件につきましても、当初予算につきまして御承認をいただけるようでございました

ら、直ちに広報誌、ホームページ、こういったところで市民の皆様に、お知らせに努めて
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まいりたいというふうに考えております。 

濵田洋一委員 

  五つの年代にわたって、１０団体ということでありますので、早く申し込みをされた小

学校、中学校もしくは、小学校、中学校ですね、の年代の方々が広報誌ですとかそういっ

たホームページ等を見られて、いわゆる応募される、公募される。そうしたときに早い順

番の方々、団体からこの事業を利用していただくというようなことになるんでしょうか。 

山元企画調整課長 

  ここにつきましては、１０万円を一応今回初年度ということで、ある程度１０万円あれ

ば必要な経費については見込まれるのではないかということで計上しているところでござ

いますけれども、初年度におきましては、当面はこの予算の範囲内で応募いただいた方々

に対して交付のほうを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

濵田洋一委員 

  それでは１団体１０万円が上限ということでありますけれども、各年代においての小学

校単位でもその年代の人数が違うと思うんですよね。例えば幾ら、例えばほしいというよ

うな話があった中で、また使うべき役務費等でしたでしょうかね、それ等に該当するよと

いうことであれば３万円であったり５万円であったり上限１０万円ということでお渡しす

るというようなことで理解してよろしいですかね。 

山元企画調整課長 

  １０万円の限度の範囲内で補助対象経費に該当する部分について補助金の交付を行って

まいりたいというふうに考えております。 

濵田洋一委員 

  ありがとうございます。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

大田重男委員 

  ４３ページの２款１項８目１９節、地域づくり活動支援事業、この件についてちょっと

教えてほしいんですけど、区長さん方が非常に喜んでいる事業なんですよね。だから年に

ですね、区としてハードの面、ソフトの面、１件ずつの申請ですかね。許可は。 

牟田学委員長 

  もう一回、質問をお願いします。 

大田重男委員 

  面ですね、ハードの面とソフトの面があるんだけど、ハードの面も１件、ソフトの面も

１件という制限がありますかね。 

山元企画調整課長 

  これについては、各区当たりハード事業２０万円、ソフト事業２０万円という上限がご

ざいますけれども、その上限の範囲内であれば特に件数については制限はございません。 

牟田学委員長 

  いいですか。ほかに 

中面幸人委員 

  先ほど８番委員からもありましたけれども、４３ページのですね、２款１項８目の１９

節の中で、乗合タクシー運行事業とグループタクシー利用促進事業についてお聞きをいた

します。まず初めに、乗合タクシー運行事業についてでございますが、これは平成２５年
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から始まっておりますけれども、決算の金額でいいですから、それをちょっと教えていた

だけたらと思います。どれくらい使っていたのか。 

山元企画調整課長 

  グループタクシー、申しわけありません。乗合タクシーにつきましては、平成２６年度

の決算といたしましては、補助金額で２４８万３，２００円という状況でございます。 

  すみません、この事業につきましては平成２２年度から導入しているところでございま

す。２２年度が補助金額で１０万９，７５０円、２３年度が６１万５，９２０円、２４年

度が１３５万４００円、２５年度が１９８万９，３００円、２６年度が２４８万３，２０

０円というような決算状況でございます。 

中面幸人委員 

  決算的にはですね、すごく伸びて、利用者が多くなってるという結果であると思います

けれども、今後ですね、それぞれ年度ごとによって運行範囲が広がっておりますけれども、

この後またほかに地区を広げるというのはあるんですか。計画はあるんですか。 

山元企画調整課長 

  運行エリアにつきましては、具体的にはまだ拡大のお示しできるようなものというのは

今のところございません。 

中面幸人委員 

  それでは、グループタクシーについてでございますが、先ほどですね、バス停まで、公

共のバス停まで１キロ、今年度は５００メーターに変更するということでございますが、

この５００メーターを変更することによって、利用者がですね、どれくらいふえるんです

か。 

山元企画調整課長 

  ここにつきましては、現在市内の６５歳以上の高齢者の方々ということで、乗合タクシ

ーが運行している地区につきましては対象外になりますので、そこを除いた方でいきます

とおよそ５，８００人の方々がいらっしゃいます。このうちほんとに大まかなものでござ

いますけれども、５００メーターの範囲といたしましては、およそその３０％ということ

で約１，７００名程度の方が対象になるのではないかというふうに考えているところでご

ざいます。 

中面幸人委員 

  先ほど示された５，８００人というのは、交通弱者でですね、いわば５００メーターよ

り、乗合タクシーを使えない地区で、５００メーター以上の方が５，８００人という捉え

方でいいんですか。 

山元企画調整課長 

  ５，８００人と申しますのは、市内の６５歳以上の高齢者の方のうち、乗合タクシーを

運行しています区を除いた区に住んでおられる方ということで考えたところでございます。

そのうち、５００メーターを超える地区に住んでらっしゃる方としては現在、所管課とい

たしましては、およそ３０パーセントくらいということで約、ほんとに大まかな計算では

ございますが１，７００名程度になられるのではないかというふうに考えているところで

ございます。 

中面幸人委員 

  今、課長の説明でですね、３０パーセントふえるだろうということでございますが、そ

れにしては予算等がですね、若干やっぱり、どうなんですか、少ないんじゃないですか。 
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牟田学委員長 

  ちょっと休憩します。 

 

（休憩 １５：１６～１５：１９） 

 

牟田学委員長 

  休憩前に引き続き、会を開きます。 

中面幸人委員 

  ２７年度から２８年度にですね、距離を５００メーター変えることによって約、倍の方

が利用されるだろうというような説明でございます。その中でですね、やはり市内に６５

歳以上の方が８，０００人、８，２００人おられて、そのうち乗合タクシーを利用される

方を除けば大体５，８００人だろうと。そのうち５００メーター内で計算すればその３０

パーセントの１，７００名の方が利用されるという考え方でございますけれども、やはり

１キロとか５００メーターとかいう、そういう距離をつけているわけですが、やはり１０

メーターとか２０メーターとか、歩けない人もいるんですよね。それこそ例えば玄関口ま

でタクシーが来てもらえたらなという人もいらっしゃると思うんですよね。だから、なか

なか距離でですよ、１キロを５００にした、じゃあ次は２５０にするとかいうことじゃな

くてですね、やはりまだ４，０００人強の方がですね、そういうふうに交通弱者の方がい

らっしゃるわけですから、やはりその方たちもですね、平等に公平にですね、やはりする

ためにはですよ、やはり、またもう少しですね、見直しというかですね、別な方法とかで

すね、例えばまあ、８，２００人の方の中で足のない方には、例えば年間、タクシーの補

助券等をやるとかですよ、そうすれば距離に関係なく平等に、市民平等にですね、なるわ

けですから、もう２２年度から乗合タクシーも運行されて、ある程度の実績等もわかった

中で、その中でもやっぱりまだ４，０００名の方がですね、やっぱり不自由な方がいらっ

しゃるわけですから、やはりそういうことも考えながら別な方策もやっぱり考えてみる必

要があるんじゃないかなというふうに思っておりますので、またこのことで５００メータ

ーに変更したことに満足するんじゃなくてですよ、やはりあとの残された４，０００人の

ことも考えた形のですね、やはり方策をですね、今後検討してもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第１８号中、企画調整課所管の事項について、審査を一時中止いたし

ます。 

（企画調整課退出、生きがい対策課入室） 

ちょっと休憩します。 

 

（休憩 １５：２５～１５：２６） 

 

牟田学委員長 

次に、議案第１８号中、生きがい対策課所管の事項について審査に入ります。課長の

説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭にお願いい
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たします。 

早瀬生きがい対策課長 

  議案第１８号、平成２８年度阿久根市一般会計予算、生きがい対策課所管の主な内容に

ついて、御説明申し上げます。 

まず、９ページをお願いいたします。第３表、地方債であります。上から３行目と４行目、

「食」の自立支援事業と災害援護資金貸付金は、起債により事業費の一部に充てようとす

るものであります。 

それでは、歳出予算から御説明申し上げます。５４ページをお開き下さい。３款１項

１目 社会福祉総務費前年度比約３億４，０００万円の増額は、５５ページ、１９節負

担金補助及び交付金の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」で、１億４，０００万円増、

健康増進課所管の２８節繰出金の２億円増が主な理由であります。それでは、主なもの

について説明いたします。２節給料から４節共済費までは、課長、福祉係職員５名、高

齢者対策係職員３名の計９名分の人件費であり、１３節委託料、社会福祉法人指導監査

実施事業コンサルティング業務については、指導監査対象法人が全部で８法人であり、

昨年が６法人、今年は２法人を予定しております。１９節負担金補助及び交付金の「年

金生活者等支援臨時福祉給付金」でありますが、アベノミクスの成果である賃金引上げ

の恩恵が及びにくい低所得の高齢者、市民税の均等割が課されていない６５歳以上の人

に一人３万円の給付金を支給するものであり、平成２７年度、国の補正予算事業であり

ます。本市の対象者数は約４，８００人が見込まれ、申請期間を４月から７月末まで、

支給をシステム改修後の５月下旬から８月を予定しているところであります。なお、基

準日は平成２７年１月となります。また、臨時福祉給付金についても基準日を平成２８

年１月として実施されます。低所得者一人３，０００円と、６５歳未満の低所得の障

害・遺族年金受給者には３万円の支給となります。３，０００円の対象者は８、０００

人、３万円の対象者は６００人を見込んでおり、申請期間を９月から１２月末まで、支

給をシステム改修後の１０月から翌１月を予定しているところであります。 

５６ページをお開きください。２目心身障がい者福祉費、前年度比約１億４，８００

万円の減額は、平成２７年度「子ども発達支援センターこじか」の新築工事費分であり、

約２億円の減、今年度の２０節扶助費の約５，５００万円増が主な理由であります。 

それでは、主なものについて説明いたします。１３節委託料は、子ども発達支援セン

ターこじか運営業務委託ほか７件分であります。５７ページに移ります。２０節扶助費

は、前年度比５，５００万円の増額でありますが、１０行目の生活介護費２，０００万

円増、５８ページの６行目の障がい児通所支援費３，５００万円増が主な理由でありま

す。生活介護サービスとは、在宅で常時介護が必要な障がい者を対象に、施設において、

入浴や排せつ、食事の介護や、創作的活動の支援を行うもので、昨年度当初７６名を１

２月補正で６名追加し、今年度はさらに１名を追加した８３名分で予算計上したもので

あります。また、障がい児通所支援費につきましては、こじかのセンター化による事業

規模の拡大から増額するものであり、あわせて国県負担金及び国保連合会からの歳入も

増額するものであります。 

５８ページに移ります。３目老人福祉費、前年度比約３７０万円の増額は、５９ペー

ジの２８節繰出金、健康増進課所管分でありますが５００万円増、１節報酬、老人専門

指導員分２００万円減、１９節負担金補助及び交付金、老人クラブ連合会補助金８４万

円増が主な理由であります。 
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それでは、主なものについて説明いたします。８節報償費、長寿祝金につきましては

対象者を、８０歳３３０人、８８歳２００人、１００歳到達者１４人、１０１歳以上１

９人を予定しております。５９ページに移ります。１３節委託料、「食」の自立支援事

業であります。平成２８年１月末の登録者数は１３１名、平成２７年度中の新規申請者

は４８人、施設入所または体調改善による辞退者１１人、入院継続者が２２人となって

おります。また昨年度から、調理、配送に係る経費を１食当りの単価とし、１０月から

西目・大川の南部地区を分割したことから、事業所も対象者以外の高齢者等への配食も

可能となり、今後、さらに利用しやすい配食サービスを目指すものであります。昨年、

南部地区を分割したことから、その効果について２月下旬、アンケート調査を実施いた

しました。大川・西目地区の登録者４５名中、入院中の６名を除く３９名のうち１２名

について、民生委員同行のもと、戸別訪問し、聞き取り調査を行いました。評価の結果

として、１２名による採点の平均点は７３．３点であり、８０点台の評価者が５名もい

たことから、事業効果としては及第点と判断しております。アンケート調査でいただい

た意見について抜粋して紹介いたします。 

まず、配食サービスのよい点では、配達時間が、以前に比べて約１時間遅くなったの

で温かい、９０歳代女性。弁当配達時に、店舗の商品も届けてもらえるので、一人暮ら

しには大変助かっています、９０歳代女性。 

不満な点としては、配達時間は約１時間遅くなり１５時３０分に配達してくるが、冷

えていることがあるので、もっと遅くしてほしい、８０歳代女性。また、調理面での良

い点では、薄味で高齢者の健康に良い、９０歳代女性。これまでは白米だけであったが、

芋ご飯や麦ご飯など、昔懐かしい味でとても楽しみである、８０歳代女性。不満な点と

して、ご飯が固い、これは複数人回答であります。全体的に味が濃い、８０歳代女性。

入れ歯なので、魚の骨が気づきにくいので、骨を抜いて欲しい、８０歳代男性。ご飯の

量が少ない、７０歳代男性。と言ったような御意見をいただき、事業所へも意見をつな

いだところであります。ただ、調理に、味が薄いと感じる人、濃いと感じる人がいるこ

とから、嗜好の問題もあると思っております。 

次に、高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業につきましては、平成２６年度途中

からの事業として２団体で実施し、平成２７年度は１２団体で実施しています。地区別

内訳は、大川６、市街地２、赤瀬川、折多、西目、脇本が各１となっていることから、

今後も実施団体増に向けた普及啓発活動を進めてまいります。１９節負担金補助及び交

付金、老人クラブ連合会への運営補助金について説明いたします。昨年度までの運営補

助金は８０万円であり、事務局兼務として老人福祉センターの「老人専門指導員」を配

置しておりました。指導員１名配置ということで、出張や老人クラブの行事等の際は、

職員が代替要員として施設管理に入るような状況もあり、また、平日のみの開館であっ

たことから、土・日曜日の開館要望も出されていました。このような問題を解決するた

め、今回、老人福祉センターの管理と老人クラブの事務局を分割することを計画いたし

ました。老人福祉センターの開館日を、試行的に利用者の少ない金曜日を閉館日とし、

土・日曜日を開館することによって、平成２７年度開館日２４２日から平成２８年度は

２８９日開館となります。また、午後４時までの開館時間も夕方からの会議等に対応す

るため、予約に限り午後８時までの開館とします。老人福祉センターの管理については、

現在、施設の清掃業務委託先である「シルバー人材センター」を予定しており、複数人

による管理体制で施設の利用者増を図ります。また、シルバー人材センターとさわやか
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クラブとの交流による相互会員の増加も期待しているところであります。そして、さわ

やかクラブの事務局につきましては、施設管理を伴わないクラブ運営のみの事務局費用

として月額７万円掛ける１２月の８４万円を追加した１６４万円を運営補助金として交

付しようとするものであります。２０節扶助費の老人保護措置費につきましては、養護

老人ホーム入所者の措置費として、聖園、はすのみ、他２施設の６５名分を予定してい

ます。 

６０ページをお開きください。５目老人福祉センター管理費であります。前年度比４

３０万円の増額は、先の老人福祉費で説明しました施設の管理業務委託のほか、旧国民

宿舎あくねの休館に伴う「庁舎警備業務委託」と、１５節工事請負費によるものであり

ます。まず、１３節委託料、庁舎警備業務でありますが、２４時間体制で稼働していた

旧国民宿舎が４月から休館することに伴い、夜間の警備を新たに委託しようとするもの

であります。また、１５節工事請負費の給水設備工事費につきましては、旧国民宿舎と

共同で利用していた給水設備を老人福祉センター単独に切り替える工事を予定している

ところであります。 

続きまして、６目地域福祉対策費でありますが、２５節積立金は、科目設定のみであ

ります。６１ページに移ります。３款２項１目児童福祉総務費、前年費比約１，３００

万円の増額は、６２ページの２０節扶助費で、児童扶養手当他事業で約１，５００万円

の増と、２３節償還金利子及び割引料が前年度比較で約１７０万円減額したことが主な

理由であります。 

それでは、主なものについて説明いたします。２節給料から４節共済費までは、児童

対策係職員３名と子育て支援センター係の職員２名の計５名分の人件費であります。６

２ページをお開きください。８節報償費、出生祝い商品券は、第１子４５人、第２子５

０人、第３子以降３５人の計１３０人分を計上いたしました。２０節扶助費は、平成２

７年度の事業実績に基づき、対象者数の増加から約１，５００万円増額で計上しました。 

次に、２目児童措置費、前年度比８８０万円の減額は、昨年度、実施しました「子育

て世帯臨時特例給付金」事業分を減額したものであります。３目保育所費、前年度比２

２０万円の増額は、１７節公有財産購入費で、エアコン３台を設置しようとするもので

あります。 

それでは、みなみ保育園の主な予算について説明いたします。１節報酬は、看護士嘱

託員１名、給食嘱託員２名、保育士嘱託員１２名分であります。６３ページに移ります。

２節給料は、園長と主任保育士の２名分であります。７節賃金は、保育士及び給食調理

員の代替職員分であります。１７節公有財産購入費は、空調機器の老朽化から、地域子

育て室のエアコン２台と、ほふく室のエアコン１台を取り替えようとするものでありま

す。６４ページをお開きください。４目児童館費、前年度比約１，３００万円の増額は、

１３節委託料で約１，０００万円の増、１４節使用料及び賃借料で約３００万円増が主

な理由であります。１３節 委託料、放課後児童健全育成事業について説明いたします。

平成２８年度、新たに尾崎児童クラブを開設予定であります。昨年度、緊急を要する児

童２名については尾崎小学校から山下児童クラブへ送迎を行ってきましたが、尾崎小学

校での児童クラブ設置の声が多く、全児童数の３分の２程度の利用が見込まれることか

ら、小学校の余裕教室を利用し学童クラブを開設しようとするものであります。また、

第２阿久根学童クラブは、現在まで水産振興センター２階の部屋を利用してきましたが、

耐震、利用許可等の問題もあり、小学校周辺の優良物件を調査中でありました。今回、
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新たにＮＴＴ社屋の１階部分の借用が可能となったため、１４節使用料及び賃借料にお

いてＮＴＴ社屋の借上料を計上したところであります。５目 保育施設運営費、前年度

比約１，７００万円の増額は、１９節負担金補助及び交付金の「保育対策等促進事業」

で約２，３００万円の減、２０節扶助費の保育所運営費で約４，０００万円の増による

ものであります。１９節負担金補助及び交付金の保育対策等促進事業費は、延長保育事

業の基本分６園掛ける４５９万１，０００円の２，７５４万６，０００円の減額と、そ

の他、障がい児保育、一時預かり事業に係る補助金であります。６５ページに移ります。

２０節扶助費は、私立保育園の保育所運営費であります。市内の私立保育園５園、認定

こども園２園分と、継続して広域入所が見込まれる市外保育園分を計上しました。 

次に、３項１目生活保護総務費、前年度比約２７０万円の減額は、１３節委託料で１

００万円の減と、昨年度購入しました訪問調査用車両１２０万円減が主な理由でありま

す。それでは、主なものについて説明いたします。２節給料から４節共済費までは、職

員４名分の人件費であります。１３節委託料のうち、電算システム改修業務は、生活保

護被保護者調査の集計項目追加に伴うシステム改修であります。生活困窮者自立相談支

援事業につきましては、平成２７年度からの継続事業であり、生活保護に至っていない

生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な支援体系

を創設するものであります。相談員の主な業務として、相談支援、アセスメント、プラ

ン作成、社会資源活用、就労支援等があることより、各種研修会、会合等を通じて事業

の周知・広報に努めているところであります。２０節扶助費の生活困窮者住居確保給付

金は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失またはその恐

れのある方を対象に、原則３か月間、家賃の補助を行い、再就職の支援を行うものであ

ります。支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として支給するこ

とになります。６６ページをお開きください。２目扶助費は、生活保護受給者に対する

扶助費であります。前年度比約３，８００万円の減額は、２０節 扶助費の医療扶助で

２，６４０万円の減、介護扶助で８２０万円の減、生活扶助で３５０万円の減が主な理

由であります。また、就労自立給付金の５５万円は、安定した職業に就いたことにより、

保護を必要としなくなった者に対して「就労自立給付金」を支給するものであります。

平成２６年７月１日以降に保護廃止された者から支給対象となり、平成２６年度は４件、

３５万７，０００円、２７年度は４件、２２万３，０００円を支給しております。毎年

１月時点の保護世帯数は、平成２６年度１５５世帯、２０２人、平成２７年度は１５２

世帯、２０６人と、３世帯減少、４人増加しております。平成２８年２月現在、廃止件

数２８件の内訳は、自立による廃止１５件、死亡による廃止１３件となっています。今

後も、保護の適正実施を基本に、保護受給者の自立に向けての支援に努めてまいります。

４項１目災害救助費、２０節、扶助費は、国の災害救助法に基づく災害見舞金であり、

市内で５世帯以上の住居滅失があるような大規模な自然災害等により、その世帯の生計

維持者が死亡した場合に災害弔慰金として５００万円、著しい障害を受けた場合に災害

障害見舞金として２５０万円を支給するものです。また、単独事業分は、死亡見舞金３

０万円のほか、住家の全焼・流失・全壊・半焼・半壊・床上浸水等に対する見舞金であ

ります。 

次に、７２ページをお開きください。５款２項１目労働諸費、１９節負担金補助及び

交付金の補助金、高年齢者労働能力活用事業は、シルバー人材センターへの補助金であ

ります。 
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次に、１２４ページをお開きください。１３款１項１目災害援護資金貸付金、２１節

貸付金は、災害救助法の適用となる災害が発生した場合で、世帯主が重症を負った場合

や、住居の全壊や半壊等があった場合、申込みにより貸付を行うものです。 

次に、歳入について御説明いたします。１９ページをお願いいたします。１１款２項

１目 １節社会福祉費負担金は、心身障害者扶養共済の本人負担分と老人保護措置費で

あります。老人保護措置費は、養護老人ホームへの措置人員６５名分の本人と扶養義務

者の一部負担金であります。２０ページをお開きください。２節、児童福祉負担金の主

なものは、保育所運営費であり、公立保育園１か所と、私立保育園の入所児童に係る保

護者負担金で、いわゆる保育料であります。なお、認定こども園については園において

徴収します。２３ページをお開きください。１３款１項２目１節社会福祉費負担金は、

説明欄記載の事業に対しての負担金であり、児童発達支援事業費については２分の１を

国が負担するもので、前年度に比べて１，６６０万円増額になっております。２節児童

福祉費負担金のうち、保育所運営費は、私立保育園分保育所運営費であり、国の負担は

２分の１であります。児童扶養手当は、国が３分の１を負担するものであり、児童入所

施設措置費は、国の負担は２分の１であります。３節児童手当給付費負担金は、児童手

当に係る国の負担金であります。４節生活保護費負担金は、生活保護費の国庫負担金で、

負担率は４分の３であります。また、生活困窮者自立支援事業負担金についても同率の

負担率であります。 

次に、１３款２項２目１節、社会福祉費補助金のうち、地域生活支援事業は定額の２

分の１補助であります。２４ページをお開きください。臨時福祉給付金給付事業費及び

年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費につきましては、事務費を含めて全額国庫補助

金であります。２節児童福祉費補助金、子ども・子育て支援交付金は、延長保育、一時

預かり事業等の国庫補助金であります。２５ページに移ります。１３款３項２目２節児

童福祉費委託金は、特別児童扶養手当事務費であります。１４款１項２目１節社会福祉

費負担金のうち、保険基盤安定拠出金を除いたものが生きがい対策課分であります。自

立支援医療費、補装具給付費等の各事業に充当するもので県負担は４分の１です。２節

児童福祉費負担金は、私立保育園の運営費及び児童入所施設措置費に充当するもので県

の負担は４分の１であります。３節児童手当給付費負担金は、児童手当に係る県負担金

であります。４節生活保護費負担金は、行路病人医療費は全額県負担、居所不明者分扶

助費として医療扶助２人分を予算計上しましたが、県負担は４分の１です。６節災害救

助費負担金は、災害見舞金に充てるもので、県負担は４分の３であります。２６ページ

をお開きください。１４款２項２目１節社会福祉費補助金では、重度心身障がい者医療

費助成事業費が主なものであり、県の補助率は２分の１であります。２節児童福祉費補

助金の、子ども・子育て支援交付金の補助率は３分の１、乳幼児医療費助成事業費ほか

２事業の補助率は２分の１であります。２９ページをお開きください。１５款１項２目

１節利子及び配当金のうち説明欄の上から１０行目の地域福祉基金１０万８，０００円

が生きがい対策課所管分であります。なお、現在の基金残高は５，９８６万２，２９０

円でありますが、先の１２月議会で積立金として補正を行いました故人からの寄附金１，

２４８万２，０９４円を合わせた７，２３４万４，３８４円が平成２８年度末の基金残

高となります。３２ページをお開きください。１９款５項４目２節団体支出金のうち、

国保連合会障害児給付費交付金は、子ども発達支援センターこじかに係る交付金であり、

昨年度比約３，５００万円の増加となります。２０節雑入、説明欄上から４行目、延長
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保育事業利用料から保育所職員給食費負担金までは、みなみ保育園での事業に係るもの

です。３行飛びまして、相談支援事業他団体負担金は、障害者総合支援法の中の地域生

活支援事業として、市町村に義務付けられている事業であり、長島町との共同実施部分

について、長島町の負担金を受け入れるものであります。地域活動支援センター事業他

団体負担金についても、社会福祉法人黒潮会に委託して長島町と共同実施しているもの

で、長島町の負担金であります。３３ページに移ります。説明欄下から６行目、後期高

齢者医療広域連合長寿・健康推進事業調整交付金は、後期高齢者人間ドック助成事業及

びはり・きゅう施術料助成事業に係る調整交付金であります。３４ページをお開きくだ

さい。２０款１項２目２節老人福祉債、「食」の自立支援事業債は、高齢者の訪問給食

サービスのうち、調理関係費用について過疎債を活用しようとするものであります。５

節、災害援護資金貸付金債は、大規模災害発生時に対応するものであります。 

以上、生きがい対策課の所管に関する説明を終わります。質疑等への回答で、細かい

数字など不足の点は担当係長に答えさせますので、あらかじめ御了承ください。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

  ５８ページの障がい児関係ですけれども、障害児は実際のところふえてるんですか。 

早瀬生きがい対策課長 

  障がい児と言われる部分以外に、気になる子供たち、軽度の子供たちがふえております。 

竹原信一委員 

  原因は何だと判断されてますか。 

早瀬生きがい対策課長 

  これにつきましては、関係者の会議の中で出る話では核家族化であり、昔はおじいちゃ

ん、おばあちゃん、そういう方々との交流、そういう部分があったんですが、なかなかそ

れがないということと、子育て、お母さん一人でされてる、そういう難しさの中でそうい

うお子さんたちが出てきているというような話を聞いております。 

竹原信一委員 

  すると、精神的な障がいということですね、何人くらいふえてるんですか。どれくらい

ふえてるんですか。 

早瀬生きがい対策課長 

  今度のこじかの整備でもわかりますように、２０年くらい前というのが１００人中、軽

度な子供まで含めて６人程度であったのが、これが倍近くというような形になってるかと

思います。 

竹原信一委員 

  それは全国的な傾向なんでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  関係者の会議の中では、全国的な傾向だというふうに伺っております。 

竹原信一委員 

  それでは６３ページ、保育園の報酬・給料の件なんですけど、６２ページの一番下のほ

うにある看護師嘱託員、給食嘱託員、保育士嘱託員など足すと１５名、１５名の報酬金額

が約３，０００万円、そして下のほうに行くと、給料、職員手当、共済費足すとおよそ２，
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０８０万円、この２，０８０万円というのは二人の職員でしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  ここにつきましては、６３ページの共済費につきましては、７００万の内訳、社会保険

料というのは、これは嘱託・臨時職員等のその分であります。それを引いた部分が職員の

分ということになります。 

竹原信一委員 

  社会保険料が、そうするとどうなるかというと、千五、六百万円が二人分の経費、そう

いうことでよろしいでしょうか。二人分が職員の場合。そして、嘱託の場合は１５名で３，

５００万円ほど、間違いありませんか。 

早瀬生きがい対策課長 

  職員分については、給料と職員手当とそして共済費のところの２７９万７，０００円、

これを足した分が職員ということであります。 

竹原信一委員 

  そうするとですね、この公立がですよ、片や１５名、片や二人、こういう状況というの

は、職員を減らしてもやっていけるというかな、もっと大幅に経費を下げても大丈夫に見

えますけれども、この配置というのは変更はできるんですよね。特にそこに市の職員を置

かないといけない事情というのがあるんですか。 

早瀬生きがい対策課長 

  まず、公立の保育園ということで、責任者である園長のほう、これが市の職員、そして

主任保育士ということで、全体の責任、また現場での責任者ということでの保育士が職員

ということになります。そのほか一応平成２７年度から嘱託職員についても単年度雇用と

いうことではあるんですが、その中から実際経験年数の長い方に主任保育士ということで

ほかの嘱託保育士より５，０００円プラスの中で園の運営とかそういうことについて相談

業務とかも含めて今、お願いをしているところであります。 

竹原信一委員 

  まあ、なんて言いましょうか、なかなかつらい感じがしませんか、これ。同じ職場でさ、

余りにもひどい差というのは人間関係うまくいくのかな、これで。問題起こっていません

か。 

早瀬生きがい対策課長 

  ここにつきましては、実際１０年になった方も、結果的に毎年の雇用ということなんで

すが、１０年なった方と１年目の方も金額が同じということで、そこについてはそれぞれ

当然ながら差があるべきではないかということもあるんですが、なかなか単年度雇用とい

うところから、嘱託という制度の中ではそこまではいかないところであります。 

竹原信一委員 

  ２５ページの生活保護費負担金、４項か、４節だ。行路病人医療費とか居所不明者分扶

助費、こういうのというのは実際、使ったことがあります。 

早瀬生きがい対策課長 

  担当係長にお答えさせていただきます。 

別府保護係長 

  行路病人の医療費というのにつきましては、実際に年間にたまに亡くなられた方とかい

て、去年も行方不明の方の死体が上がったということで、その方の診断書料なんかを払っ

た実績がありました。ただ最近はあまりそのようなものはないところでございます。 



53 

竹原信一委員 

  居所不明者分扶助費というのは、これはどういう場合に使われるやつなんですか。扶助

費、こっちの下のほう。居所不明者分扶助費、これ、同じような扱いですか。 

牟田学委員長 

  その下の段ですか。 

竹原信一委員 

  はい、下のほう。 

別府保護係長 

  これは歳入になる分ですね、これは行路病人という方は今の申し上げたとおり、行き倒

れなんかで倒れてた方の診断書なんかを本市が支払った場合に県のほうが負担をするとい

うことで、居所不明者分というのはですね、帰来先のない方を保護してる方がいらっしゃ

るんです。帰来先のない方というのが、例えば自宅で住んでいて、病院に入院した、施設

に入所したという方が実際いらっしゃるんですが、そういう方が元住んでいた家が借家で、

そこを明け渡してしまって結局病院に入院してしまって帰れないと、精神病院とかですね。

それで帰れない方について、生活保護費の４分の３は国庫の負担金ということでお金が入

ってくるんですけれども、差額の４分の１を県がこちらに支給してくれるという制度なん

です。 

竹原信一委員 

  じゃあ、今のこの４万円とか２１０万円、この数字のこういうふうに当てたという根拠

は何を基準にしたんですか。 

別府保護係長 

  これは実際、現在も２名ほど、居所不明者分という方が本年度も２名いらっしゃって、

その方の実績に基づいて一応金額を上げているところです。 

竹原信一委員 

  実際ですよ、市営住宅にもあろうかと思うんですけども、病院に行ってずっと借りっ放

しの、そういったものの処分というか、それは進める、というのはどこが始めるように市

役所ではしてるんですか。それともどうしようもない状態で、借り賃を出すという状態な

んでしょうか。どうしても片づける方向で一旦は出さないと、無駄な借りっ放しになった

りするんじゃないでしょうか。いかがでしょう。 

別府保護係長 

  生活保護の方で入院された場合、帰ってくる見込みのある方については最大６か月まで

家賃を支給ができるんですが、帰ってくる見込みのない方については一応親族等にお願い

して明け渡し、引き払い、明け渡しですよね、住宅の片づけとか、そういうことをしてい

ただいて明け渡すという形をとって、結局その方が借りている家に帰ってくることがない

という事実になった時点でこの帰来先が不明ということになります。 

竹原信一委員 

  結構あると思うんですけども、実際、家族・親族が見つからないような人が市営住宅で

も借りていなくなってる。ありますよね。それはどういうふうに考え方をしてるんでしょ

うか。 

別府保護係長 

  現在、今２名この県費として扱ってる方についてはもう親族のほうで処理していただい

たんですが、もしそういう方がいらっしゃらない場合は家財処分料という予算があります



54 

ので、そちらで処分をすることになると思います。 

竹原信一委員 

  その判断がされないまま市営住宅がぼろぼろになっている現実があるというのは御存じ

ですか。市営住宅で、そこに住んでた方が突然いなくなって、そのまんまの住宅もありま

す。そういうのはこっちの課では把握してないのかな。都市建設課ではわかってるはずだ

けど。 

別府保護係長 

  保護係としては、そのような方は今のところいない、今、先ほどの２名という方も、民

間の借家から入院とか施設に入られた方だったんです。当然、市営住宅なんかの明け渡し、

明け渡しじゃない、出られて帰来先がない、帰ってくることができない方についてはその

ような対応を当然保護係でもせんといかんと思ってます。 

牟田学委員長 

  いいですか。ほかに。 

白石純一委員 

  ６２ページ、３款２項１目のどの節の時の説明されたかちょっと聞き逃したので教えて

いただきたいんですが、ＮＴＴのところに児童クラブが入るというのはどの項目になるで

しょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  ページで６４ページの児童館費のこちらのほうになります。１３節委託料というのが放

課後児童健全育成事業と、あと１４節の使用料及び賃借料、こちらのほうはＮＴＴのほう

の借り上げということになります。 

白石純一委員 

  失礼しました。ＮＴＴさんのほうに入られる、移るということです、この３２０万が賃

借料ということでよろしいんでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  はい、そういうことです。 

白石純一委員 

  そうすると月額幾らですか。 

牛濱課長補佐 

  家賃・共益費込みで月額２７万円です。消費税は別途です。 

白石純一委員 

  広さはわかりますか。 

牛濱課長補佐 

  ９８平米です。 

白石純一委員 

  ３０坪弱ということですよね。坪１万弱ということですかね。 

［牛濱補佐、「はい」と言う］ 

  わかりました。このＮＴＴに入られる、入る、新しく移る児童クラブは今、小学校の前

にあるところということでしょうか。理解していいでしょうか。 

牛濱課長補佐 

  小学校の前ではなくて、今、水産振興センターで実施しております第２学童クラブのほ

うを５月１日からＮＴＴの社屋のほうに移転する予定でしております。 
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白石純一委員 

  小学校の前との水産振興センターのほうとの区別をすみません、私認識不足なんですけ

ども、どういった違いがあったんでしょうか。 

牛濱課長補佐 

  小学校の前の阿久根学童クラブの人数がふえたことから、分割をして第２学童クラブを

つくったんですけれども、現在、第１学童、小学校の前の中央児童館で実施しております

学童クラブは主に１・２年生とその兄弟児の利用としております。少し距離がありますの

で、水産振興センターのほうは３年生以上の児童を対象にして実施をしております。 

白石純一委員 

  ＮＴＴのところに来たということは、小学校の前の第１ですか、大変近い場所になると

思うんですけれども、統合するというお考えはないんでしょうか。あるいはなかったんで

しょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  ＮＴＴのほうの利用できる部分というのは、１階だけでありまして、２階、３階の部分

についてはＮＴＴのほうの機器が入っているということで進入禁止ということがありまし

たので、一クラブ分ですね、１階部分のみを借用ということになりました。 

白石純一委員 

  統合するには狭すぎたということですね。 

［牛濱補佐、「はい」と言う］ 

  それでは、このＮＴＴの施設については十分な耐震基準を持っているという理解でよろ

しいでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  ＮＴＴのほうがそういう法的な部分についてはその都度対応しているということであり

ます。 

白石純一委員 

  ちなみに参考までに築年数、建った年がわかりますでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  ちょっと今、資料のほうにありませんので、後でまたお答えさせていただきます。 

白石純一委員 

  次の質問ですが、６０ページ、３款１項５目、老人福祉センターの管理費で、この中に

高齢の方を送迎する費用というのは含まれているんでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  送迎につきましては、市の各地区の高齢者の方々が福祉バスを利用されます。その使用

料については全て財政課のほうで支払っております。 

 以上です。 

白石純一委員 

  すみません、不勉強で申しわけありませんが、福祉バスというのは予約するなりしてこ

の老人福祉センターまで送迎をしてもらえるということでよろしいでしょうか。 

牟田学委員長 

  ４番、５番、静かに。 

早瀬生きがい対策課長 

  福祉バスにつきましては、老人福祉センターの往復ということではなくて、市内、県内
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研修も含めて、そしてあと老人福祉センターのほうで、例えば昼食とかですね、総会とか

そういうものもされるということで、その中の老人福祉センター使用の中の一部というよ

うなことで理解していただければと思います。 

白石純一委員 

  すみません、もう一度お伺いいたします。福祉バスを使って老人福祉センターでイベン

ト等があるときに予約等をして使用できるというものでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  はい、それは予約でできます。 

白石純一委員 

  なぜ聞いたかといいますとですね、やはり自分の車を運転できる方、あるいは家人・知

人で車で送迎してもらう方、あるいは福祉バスを使わないといけないと、つまり人家の密

集地だとかあるいは駅、バス停から近いと徒歩でも行けるところなんでしょうけれども、

なかなか徒歩で行けるような場所ではないというところにあるものでですね、大変お年寄

りの方にとっては使い勝手があまりよくないんじゃないかと思って質問した次第なんです

が、これについては加えて昨年の一般質問でも伺いましたが、耐震基準を満たしていない

というふうに理解しておりますので、なかなか今後も長く使い続けるということはお年寄

りの方には酷なのかなと。また、安全性の問題もあるということを考えると代替施設とし

てこれまでに検討、あるいは今検討、平坦地でですね、あるいは人家密集地近くに検討さ

れているというようなことはございませんでしょうか。 

早瀬生きがい対策課長 

  委員が言われるように、建物自体が古いということで今回旧国民宿舎のほうが休館に入

りますと、当然工事も、解体工事とかあります。ですからそこ自体をどこかに移動させよ

うにもそういう施設も、会議室ございません。ですから一応そのままの形でどっかに移っ

たにしても老人福祉センター自体の管理はしていかないといけないということがあります。

そういう中で、できましたらみんながバス停から近いようなところでですね、そういうと

ころで福祉センターなりそういうものができればなというふうには思っております。 

白石純一委員 

  具体的にそういう場所を探しているということではないということですね。 

早瀬生きがい対策課長 

  具体的にはありませんが、例えば旧阿久根高校のその問題があったりとか、あと潟地区

の市有地とか、そういうところがどうなのかなということはちょっと思っております。 

牟田学委員長 

  いいですか。ほかにありませんか。 

渡辺久治委員 

  ６５ページの３款３項１目、１３節の一番下の生活困窮者相談支援事業、これは先ほど

の説明では生活保護の一歩手前の方というようなことでございましたけれども、その判定

基準と支援内容について教えてもらえますか。 

別府保護係長 

  生活困窮者の自立相談支援事業と申しますのは、平成２７年の４月から施行されました

同法に基づいて生活に困っている方に対しての相談窓口ということで、福祉事務所の設置

自治体が設置することということになって、これは生活に困っているということはお金の

問題とか健康上の問題、仕事に就けない、生活に困っているということ前半になります。



57 

その中で相談員の方が話を聞いて、例えばこの方についてはちょっと生活保護が必要だな

と思われる方についてはうちの生活保護の係のほうに回していただいている状況でありま

す。 

渡辺久治委員 

  例えば一人上限幾らまでとか、そういうものも具体的に決まっていますか。支援するお

金とした場合にですよ。 

別府保護係長 

  この自立相談支援事業というのは、お金を給付することが目的ではなくて、生活に困っ

ている状況をまず聞き取りをして、その方に見合った支援をしていこうというものであり

ます。 

渡辺久治委員 

  そうであれば、支援の程度を相談して、例えばそれを相談した上で生活保護になるとか、

そういうふうな相談ということですね。 

別府保護係長 

  そうでございます。この方については、例えば社会福祉協議会に委託してこの事業を行

っているとこなんですが、一時的に生活に困っているような状況であれば、社会福祉協議

会が取り扱っている一時的な社会福祉給付金等で対応するとか、あるいは仕事をすること

によって生活、自立ができるという方についてはハローワークと連携して社会福祉協議会

の職員が案内したりとか、そういうことをしております。 

渡辺久治委員 

  この委託料の７７０万のうち、この支援事業はどのくらいの額になるんですか。予算規

模としたら。 

早瀬生きがい対策課長 

  委託料につきましては、これは相手方があることですので、実際金額はちょっと説明で

きません。 

渡辺久治委員 

  ７７０万のうちからするということですね。 

［早瀬生きがい対策課長、「はい」と言う］ 

わかりました。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

山田勝委員 

  ６２ページ、保育所のことについてお尋ねしたいんですが、みなみ保育所の予算ですよ

ね、これは。全部で園児が幾らいるんですか。 

永田園長 

  現在の時点で６８名入所しております。 

山田勝委員 

  課長、これね、予算を見てみますと、先ほども論議があったんですが、例えば二人の保

育、恐らく保育士のライセンスを持ってる職員の方がと思いますよね、二人の職員は。二

人の職員は保育士ですか、それとも一般職ですか。 

早瀬生きがい対策課長 

  二人とも保育士の資格者です。 
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山田勝委員 

  医者も同じでですね、保育、医者の免許を持ってる人はみんな同じ人間の命をチェック

する権限があるんですよね、診断する権限が。しかしこれと同じように、例えば保育士に

ついてもですね、同じライセンスで保育をできますよね。だから二人の職員の年間の給料

がですね、給与が２４人の半額だということは、２４人の半額ですよ、２４人で、失礼し

ました、１２人でですね、２，４００万ですよ。二人で１，２００万ということですよね、 

［発言する者あり］ 

 それくらい、これは身分の差だからしょんないとしてもですよ、しょんないとしても、で

も現実には民間の保育園ちゅうのはね、民間の保育園というのはこの１２人の方々の給料

ですよね。１２人の方々が民間の保育園の方々と、働いているという状況ですよ。さて、

そういう中で、保育される子供たちについてどれくらいの差ができるんですか。ものすご

く投資効果の問題を考えたときに、課長どうですか、差がありますかね。どんな差があり

ますかね。 

早瀬生きがい対策課長 

  差といいますより、職員がいっているのは園長職と主任保育職ということで、直接児童

の保育自体はやっておりませんので、そこの差についてはちょっと今のところ比較できな

いかと思います。 

山田勝委員 

  何をしてるんですか、そしたら。 

早瀬生きがい対策課長 

  全体の保育士の調整とか、あと保護者からの相談とか、そういう部分が主になるかと思

います。 

山田勝委員 

  それはね、どこの保育園でもやってることだよな。それはどこの保育園でもやってるか

ら、そんなのは関係ないですよ。でも、これは私があなたにどれだけ言ってもどうしよう

もないことですね、これはもうしょんなかこっじゃったっで。でも、私が思うのは、みな

み保育園をどうするつもりですか、こういう話をですね同じライセンスを持ってる人が二

人でこれだけですよ。一方は二人でこれだけ、１２人の金額と二人の金額と同じ経費を使

ってるんですよということで、市民にアピールすればですね、はよ民営化せんかて、早く

したほうがいいですよて、どれだけの価値があるんですかということになるんですが、ど

ういう状況ですか、これ。 

早瀬生きがい対策課長 

  この件につきましては以前、民営化の話もありまして、ちょっと途中立ち消えしたよう

なことの中で、子ども子育て会議の中でも公立として１園は残すというような決定を数年

前にやっております。そういう中で非常に我々としましても保育士さんたちというのは保

護者から見れば、お子さんから見ても先生です。これが単年度雇用の中で非常に状況とし

てはまずいということから、できればそれぞれ５年、１０年そういう部分でも給与にも差

があるべきだろうと、今委員がおっしゃるように当然そのまま資格を持って入ってきた若

い人と４０くらいの人とは違うというようなことの中でですね、ところがこの阿久根市の、

阿久根市というか嘱託制度というのが単年度の契約ということでそれ自体がなかなか難し

いと、これが例えば委託とかいう形であれば相手のほうでその年齢に応じた、経験に応じ

た給料ということもできるんですが、ちょっとそこから先へ今進めないような状況の中で、
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ただ５，０００円だけ去年、２７年度ですね、嘱託保育士の中から園の運営に関わってく

ださる責任者ということで５，０００円だけを上げてもらえたというような状況になって

ます。 

山田勝委員 

  この話をね、私があなた方とどれだけしても解決つかない話ですよ。話だけど、例えば

一般市民、例えば住民側からしてね、市民から預かってるお金を使うわけじゃないですか。

そういう中でですね、余りにも理不尽だなという気がするんですよね。私ども知ってる、

例えばぼんたん保育園があります、折多保育園があり、それぞれもろもろあるじゃないで

すか。そういうところはですね、そういうことではないわけですから、継続してずっと使

って、継続してずっとこの保育士の皆さん、お仕事をしていらっしゃる。だから、公立の

保育園を残すべきだというのは便宜的にそういう話をしただけのことで、現実にはどちら

が正しいかというのはわからないんですよね。今後、やはりこの問題についてはですね、

やはりみんなの前で議会ででも議論をしていかないかんですよ。どういうことで、それは

私が市長になるときの公約でしたとかなんとかいう話ではないんです。だからこれはどう

したほうが一番いいかという方向で取り組んでいかないかんと思いますよ。 

  以上です。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と発言する者あり］ 

なければ、議案第１８号中、生きがい対策課所管の事項について、審査を一時中止い

たします。 

（生きがい対策課退室） 

ここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認め、本日はこれにて散会します。１４日は午前１０時より再開します。 

 

 

（散会 １５：３６） 

 

      

     予算委員会委員長  牟 田  学 


